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令和元年10月３日（木曜日）

午後１時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第27号 平成30年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について

出席委員（８人）

主 査 日 高 博 之

副 主 査 坂 本 康 郎

委 員 中 野 一 則

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 窪 薗 辰 也

委 員 田 口 雄 二

委 員 前屋敷 恵 美

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

労働委員会事務局

事 務 局 長 阪 本 典 弘

調 整 審 査 課 長 米 澤 淳

商工観光労働部

商工観光労働部長 井 手 義 哉

商工観光労働部次長 横 山 浩 文

企業立地推進局長 日 高 幹 夫

観光経済交流局長 酒 匂 重 久

商 工 政 策 課 長 内 野 浩一朗

経営金融支援室長 長 倉 佐知子

企 業 振 興 課 長 矢 野 雅 博

食品・メディカル産業推進室長 山 下 栄 次

雇用労働政策課長 川 端 輝 治

企 業 立 地 課 長 山 下 弘

観 光 推 進 課 長 大 衛 正 直

スポーツランド推進室長 飯 塚 実

オールみやざき営業課長 髙 山 智 弘

工業技術センター所長 弓 削 博 嗣

食品開発センター所長 柚木崎 千鶴子

県立産業技術専門校長 金 子 洋 士

事務局職員出席者

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議事課主任主事 石 山 敬 祐

○日高主査 ただいまから決算特別委員会商工

建設分科会を開会いたします。

まず、分科会の日程についてであります。

日程につきましては、お手元に配付してあり

ます日程案のとおりで御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高主査 それでは、そのように決定いたし

ます。

次に、本日開催されました主査会について御

報告いたします。

まず、審査の際の執行部説明についてであり

ます。お手元の分科会審査説明要領により行い

ますが、決算事項別の説明は、目の執行残が100

万円以上のもの及び執行率が90％未満のものに

ついて、また、主要施策の成果は主なものにつ

いて説明があると思いますので、審査に当たり

ましては、御協力よろしくお願いいたします。

次に、監査委員への説明を求める必要が生じ

た場合の審査の進め方についてでありますが、

その場合、主査において、ほかの分科会との時

間調整を行った上で質疑の場を設けることとす

る旨、確認がなされましたので、よろしく取り

扱いをお願い申し上げます。

令和元年10月３日(木)



- 2 -

次に、審査の進め方ですが、お手元に配付の

分科会審査の進め方（案）のとおりでよろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高主査 それでは、分科会審査の進め方の

とおり進行させていただきます。

執行部の入室のため、暫時休憩いたします。

午後１時１分休憩

午後１時２分再開

○日高主査 分科会を再開いたします。

平成30年度決算について、執行部の説明を求

めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○阪本労働委員会事務局長 労働委員会でござ

います。

労働委員会事務局の平成30年度決算の概要に

つきまして御説明をいたします。

決算特別委員会資料の１ページをお開きくだ

さい。

この表にございますとおり、労働委員会事務

局の予算科目につきましては、一番左の端です

が、（款）労働費（項）労働委員会費（目）委員

会費となっておりまして、予算額につきまして

は、予算額の一番上の欄、１億13万円、その隣、

支出済額9,852万7,640円、２つ飛びまして、不

用額160万2,360円となっておりまして、執行率

は98.4％になっております。

次に、目の執行残が100万円以上のものについ

て御説明いたします。

（目）の委員会費でございますけれども、不

用額の欄の一番下の欄、160万2,360円となって

おりますが、この主なものにつきましては、（目）

の中の一番上の報酬、これが90万4,900円の残と

なっております。

この理由といたしましては、私ども労働委員

会で行っておりますあっせん等の申請件数が見

込みを下回りまして、このことによります労働

委員会委員の日額報酬費の執行残でございます。

なお、執行率につきましては90％を上回って

おります。

なお、主要施策の成果に関する報告書への掲

載、決算審査意見書に掲載された審査意見及び

監査における指摘事項はございません。

私からの決算に関する説明は以上でございま

す。

平成30年度業務実績の概要につきまして、担

当課長が御説明いたしますので、よろしくお願

いいたします。

○米澤調整審査課長 それでは、平成30年度の

業務実績につきまして、委員会資料で御説明い

たします。

資料の２ページをお願いします。

労働委員会が取り扱う業務を（１）の不当労

働行為審査事件、（２）の労使紛争あっせん事件、

そして３ページになりますが、（３）の労働相談

の３つに分けて、それぞれ御説明いたします。

まず、（１）の不当労働行為審査事件について

でございます。

これは、労働組合や組合員に対する使用者側

の行為が、労働組合で禁止されている不当労働

行為に該当するか否かの審査を行うものであり

ます。

30年度は、取り扱い事件はありませんでした。

次に、（２）の労使紛争あっせん事件について

でございます。

まず、①の集団的事件でございますが、労働

組合と使用者との間に生じた労働関係に関する

紛争について、労働委員会が労働組合と使用者

令和元年10月３日(木)
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側との間の調整を図りながら、紛争の解決に務

めるものであります。

これにつきましても、30年度は取り扱い事件

はありませんでした。

次に、②の個別的事件でございます。

これは、労働者個人と使用者との間に生じた

紛争について、先ほどの①の集団的事件と同じ

ように、解決を図るためのあっせんを行うもの

であります。

ア）の取扱件数についてですが、30年度は前

年度からの繰り越し事件が４件、新規の申請が10

件の計14件のあっせん事件を取り扱いまして、

処理状況としましては、和解が７件、打ち切り

が５件、取り下げが１件で、残りの１件は今年

度に繰り越しております。

事件の内容につきましては、イ）の内容別件

数にありますとおり、パワハラ・嫌がらせと解

雇が７件と最も多く、次いで退職２件となって

おります。

次に、３ページをお願いいたします。

（３）の労働相談についてでございます。

労働相談は、職場でのさまざまなトラブルに

悩んでいる相談者に対しまして助言や情報提供

を行いますとともに、内容によりましては、先

ほど御説明いたしましたあっせん制度の紹介を

することもございます。

まず、①の相談者別件数についてですが、30

年度につきましては511件の相談があり、そのう

ちの大部分は労働者個人からの相談でございま

した。

労働相談の内容ですが、②の内容別件数にあ

りますとおり、パワハラ・嫌がらせに関する相

談が187件と最も多く、次いで、退職、賃金未払

いの順になっております。

次に、４ページをお願いいたします。

最後に、（４）の処理件数の推移についてです

が、それぞれ事件などの過去３カ年度分の件数

は、ごらんの表のとおりとなっております。

説明は以上でございます。

○日高主査 執行部の説明が終了いたしました。

質疑はございませんか。

○中野委員 労使紛争あっせん事件の個別的事

件の取り扱い件数で、翌年度に１件繰り越され

ておりますが、この１件は新規に発生した10件

のうちの１件になるんですか。

○米澤調整審査課長 委員のおっしゃるとおり

でございます。

○中野委員 繰り返しになりますが、前年度繰

り越しされた分は、きちんと現年度で処理され

たということですね。（「はい」と呼ぶ者あり）

わかりました。

○前屋敷委員 関連して、今の処理状況のとこ

ろで、打ち切りが５件あるんですけれど、どう

いう状態のときに打ち切りとなるんですか。

○米澤調整審査課長 打ち切りの内容について

でございますが、まず、申請者があっせんの申

請をしてくるわけですが、それに対して、被申

請者があっせんそのものに応じないといった案

件と、もう一つは、あっせんをしても解決の見

込みがないということで打ち切る場合がござい

ます。

○前屋敷委員 では、申請された人は、泣く泣

く承諾せざるを得ないということになるんで

しょうか。解決というか、協議にも入れないと

いうことなんですね。

○米澤調整審査課長 委員のおっしゃるとおり

でございます。

○前屋敷委員 一定のところまで何回か協議は

重ねたけれども、折り合わなくてということで

の打ち切りではなくて、もう入り口からだめだっ
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たということですか。

○米澤調整審査課長 入り口から―こちらの

ほうで、あっせんが出ていますので出てくださ

いというお願いをしても、出ていただけないと

いう案件でございます。

○前屋敷委員 では、そういう場合は、もう相

手が応じないとなると、それはいたし方ないと

いうことですね。

○米澤調整審査課長 先ほど私、申請があった

ので、あっせんに応じてくださいということで、

なかなか応じていただけないで、そのまま打ち

切りということもあると申し上げましたが、補

足しますと、事務局調査というのを行いまして、

相手方の会社に行きまして、こういう申請が上

がっておりますが、このことについて、実態は

どうなんですかというような調査を行った後に、

あっせんに応諾いただけますかということを打

診いたしまして、それについて応じられないと

かいうものが打ち切りという形になっておりま

す。

○前屋敷委員 では、労働委員会ではもうそこ

までということで、あとはもう御本人がどうい

う形でか解決を図るというふうに移っていくわ

けですか。

○米澤調整審査課長 委員がおっしゃるように、

私どものあっせんに応じていただけない場合は、

労働局の相談窓口とか法テラスとか、そういう

ものを御紹介したりしておりまして、場合によっ

ては、裁判等を利用したいということであれば、

その御紹介もしております。

○前屋敷委員 わかりました。

○田口委員 ３ページの労働相談の中の２番の

内容別件数で、パワハラ・いやがらせというの

は大体中身がわかるんですが、２番目に多い退

職というのは、どういう相談が多いのか。下に

解雇というのもありますから、退職させられた

のとは違うんだと思うんですが、退職金だとか、

ちょっと具体的に中身を教えてください。

○米澤調整審査課長 退職の内容につきまして

は、最近割と多いのですが、退職したくても会

社がやめさせてくれないとか、あと退職の勧奨

に関するものとか、退職の理由について相談が

あるものを、この106件の中には含んでおります。

○田口委員 退職させてくれないというのは、

人手不足が関係してくるからなんですか。

○米澤調整審査課長 委員のおっしゃるとおり

かと思います。それが全てではないかもしれま

せんが、一因になっていると思います。

○窪薗委員 今の内容別件数でございますが、

パワハラ・いやがらせが187件で、断トツで多い

んですけれども、パワハラ・いやがらせの場合

は、どこからどこまでがパワハラなのか、なか

なか見きわめが難しいと思うんですが、審査は

どういうふうにされているんでしょうか。

○米澤調整審査課長 委員が申されますとおり、

パワハラについては具体的な定義というのが現

在定まっておりませんので、それについて、パ

ワハラであるかどうかを判断するのは非常に難

しいものがございます。実際、パワハラについ

ては、あっせんがここ５年で７件ほどあったの

ですけれども、あっせんが整ったのは１件だけ

かと考えております。

○窪薗委員 あっせんが整ったとは、どういう

意味ですか。

○米澤調整審査課長 あっせんの内容ですけれ

ども、最終的には、ほとんどが慰謝料で解決い

たしております。

○窪薗委員 そういった慰謝料なり何なりを、

経営者が支払うということだろうと思いますが、

それがこの数であって、単純なパワハラ、ある
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いはいやがらせであったり、そういうのは数に

は入っていないんでしょうか。お金で解決した

ものだけの数なんでしょうか。

○米澤調整審査課長 ２ページの（２）の②の

イ）に挙げてございます７件については、実際

にあっせんに乗った数、申請のあった数です。

それ以外で、労働相談の中には、実際にあっせ

んになっていない、申請されない案件を多く含

んでいる状況でございます。

○窪薗委員 わかりました。

○山下委員 労働争議はかなり件数はあると思

うんですが、労働組合が企業、職種によってい

ろいろあると思うんですけれども、働いている

人たちがそこに届け出て、労働組合から皆さん

方のところに訴えが来る事例もあるんですか。

○米澤調整審査課長 労働組合から私どもに上

がってきますのは、集団的事件ということで整

理しておりまして、こちらに挙げております個

別については含んで─資料の４ページになり

ますけれども、（４）の処理件数の推移の中の集

団的事件の件数になります。28年度が４件、29

年度が２件、昨年度はなかったという状況になっ

ております。

○山下委員 労働組合があるところは、労働組

合が経営者側と交渉して、これを解決できるの

もかなりあると思うんですが、それが労働組合

に上がってくるということは、かなり大きな問

題が多いかと思うんです。どういうことで解決

の方策があるのか、何かそういう事例でもあれ

ば。

○米澤整審査課長 手続的な面で労使紛争あっ

せん事件の集団的事件について申し上げますと、

私どもの制度としましては、いわゆる集団的事

件のあっせんと調定、そして仲裁という３つの

形態がございます。現時点で多いのは、やはり

集団的あっせんという制度を利用した申請、申

し立てが多くなっております。

○山下委員 大手企業関係が多いんでしょうけ

れど、結局、賃金の問題とか残業の問題とか、

労使間の交渉事が多いだろうと思うんです。

なぜかというと、今、企業は本当に人手不足

で大変なんです。市場も売り手市場で、働く人

たちもどっちかというとやっぱりわがままが通

る。例えば、福祉の現場だと、もう50％ぐらい

の離職率ですから、雇う側も大変厳しい状況な

んです。

皆さん方が対応されるときに、働く人たちの

いろんな意見を十分聞いてあげて、そして今度

は企業側、経営者側の意見を聴取される中で、

齟齬はかなりあると思うんです。会社側の考え

方と労働者側の考え方、その差がかなりあると

思うんです。今、異常なほど人手不足の中で、

雇う側も大変だろうと思うんですが、例えばブ

ラックリスト。もう常態化した人がいるんです。

我々も雇う側から聞くんだけれど、クレーマー

みたいな人がいて、やめて次のところに行った。

そこでも何か問題起こすような気がすると。そ

ういう人たちの情報を雇う側で共有して、早く

チェックするという事業主の人たちもいるんで

す。ブラックリストとかは、あなた方はある程

度把握しているの。

○米澤調整審査課長 労働者の側のブラックリ

ストというのは、私どもで収集しておりません

し、存じ上げておりません。

○山下委員 そこ辺の話も、聞かないですか。

あの子がまた問題起こしたんだとか。

○阪本労働委員会事務局長 私どもは、基本的

にはどちらの立場も応援─労働者側の皆さん

にとってもそうですし、使用者側の皆さん、経

営者側の方のために、両方ありますので。そう
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いう意味でも、私ども労働委員会は公益委員、

それから労働者委員、使用者委員と３つの立場

の委員の先生方になっていただいております。

あと、山下委員がおっしゃった個別の事案に

つきましては、私どもに特定の方からの御相談

もしくは使用者側の方から御相談があれば、あ

あ、そういう人がいらっしゃるんだなというこ

とはあるんですけれど、今までのところ、そう

いった形での両方側からの御相談、ちょっと私

どもは把握していないところです。

○山下委員 わかりました。

○中野委員 関連ですが、この労働相談511件は、

複数の人もいると思うから、人の数ではどうか

わかりませんが、その内容は、さっき説明があっ

たとおり897件に分類されて、パワハラのことや

退職もある、賃金未払い、労働時間、中にはさっ

きも言った解雇の問題もありますが、こういう

相談を511件受けたんですよね。そのうち事業主

からは15件しかないわけですよね。

働く側の人からこういう相談を受けて、実際

に、解決したとか、納得したのはどのくらいで

すか。労働者から相談を受ければ、それを雇い

主、企業、事業主に、こういう相談受けたが、

どうだろうかということをされるわけでしょう。

ただ相談は受けっぱなしなんですか。

○米澤調整審査課長 労働相談につきましては、

おっしゃるように労働者からが多くて、事業者

はなかなかいないです。

同じ方から相談が複数回来ることもございま

すが、ほとんどの場合、１回で終わります。た

だ、その後の結果については、問題解決に―

私どものあっせんもありますけれども、ほかに

適当な機関もございますよということを案内す

るにとどめておりまして、その後の追跡までは

やっておりません。

ただ、相談者の中で、後日、こういう結果に

なりましたとか、報告をいただくこともたまに

ございます。

○中野委員 そんなもんですか。あなたたちは

ただ、来た人に納得というか、気休めに、ああ、

そうですか、こうこうですよね、事業主にこん

なふうに相談をしたらどうでしょうかとか、そ

んな流れ程度なもんなんですか。相談に来た人

は、退職されるかもしれない─されてから来

る人もいるかもしれないけど─106件もある。

賃金ももらっていない。解雇されるかもしれな

いという人が36件もある。そういう人が相談に

来て、未払いの賃金をもらえましたよとか、解

雇されずに済みましたよとか、そういう解決の

見届けというか、確認はされていないというこ

とですね。受けっぱなし。

○阪本労働委員会事務局長 延べ511件、私もこ

の４月から見ていると、本当に毎日たくさんの

電話がかかっております。

ただ、ほとんどの場合は、愚痴を聞くような

場合もありますし、そして多くは、先ほど課長

が申し上げた労働局であったり、もしくは弁護

士の方がおられる法テラス、実際の権限を持っ

たいろんな機関を紹介することで大体が解決し

ております。その中で解決できなかったところ

が、個別的事件に基本的には発展しており、受

理していることが多うございます。

○外山委員 関連でいいですか。

早い話が、３ページの相談件数511件とか、内

容別件数が897件ありますが、この中のほかに回

せなかった、回さなかったり、ほとんどは解決

していて、解決しないのが左の２ページの14件

と18件になっているということですよね。深く

追究して取り組んでいるのは14件と18件。それ

以外は、ほとんど相談でクリアしているか、今
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おっしゃった弁護士あるいはほかの機関に行っ

ているということですか。

○米澤調整審査課長 委員のおっしゃるとおり

かと思います。相談を受けて、労働基準監督署

とか権限のあるところを紹介いたしまして、そ

ちらに相談されて解決するということも多いと

思いますし、監督署に行くまでもなく、私ども、

あっせんという制度がございますので、お互い

に納得いくまで話し合って解決したいという方

は個別のあっせん制度を利用されるということ

でございます。

○外山委員 わかりました。そういうことです

ね。

結局、その処理し切れなかった分だけが、２

ページの18件と14件に、継続して残っている。

あとは、ほとんどがほかに移ったか、相談で納

得したと理解していいんですね。重複しますけ

れど、そういうことですね。

○米澤調整審査課長 納得されたか、解決して

いただいたか、あるいはもう次のステップに進

もうとされないかということが含まれているか

と思います。

○外山委員 わかりました。

○坂本副主査 ４ページの処理件数の推移のと

ころでちょっと気になるのが、前年度、前々年

度に比べて、平成30年度は労働相談件数が511件

とかなりふえているように思うんですけれども、

これについては、例えば、それだけ労働現場で

トラブルがふえているということなのか。それ

とも、労働相談がしやすい窓口等の拡充とか、

そういった環境が整ってきて、相談しやすいこ

とで、こういったことになっているのか。もし

くは、特に今の結果を見ると、世間の風潮で、

労働者の方たちがやっぱりそういったことに敏

感になって、何でも発信しようとされているの

か。その辺はどのように分析されているか教え

てください。

○米澤調整審査課長 委員のおっしゃられるよ

うに、労働者側の意識がかなり高くなっている

のもあるかと思います。

それと、私どももＰＲ活動を通じて、労働委

員会のあっせん制度とか労働相談とか、そうい

う形でＰＲさせていただきましたので、それが

ある程度、労働相談の増加という形で出てきて

いるのかなと分析しております。

○坂本副主査 実際に現場でそういったトラブ

ルがふえている傾向にあるわけではないと見て

おられるということですか。

○米澤調整審査課長 先ほどもありましたが、

最近、働き方改革や人手不足の関係で、なかな

か人手不足が解消しなかったりしますと、退職

させてくれないとかいう問題も起きてまいりま

すし、仮に労働者側の意識が高まって転職、転

職という形でやってまいりますと、今度は残さ

れた方々の労働的な負担がふえて時間外残業が

ふえるとか、そういう形で労働相談がふえる傾

向にはあるのかなと考えております。

○日高主査 ちょっといいですか。

この表ですけれど、（４）の処理件数の推移を

最初に持ってくればわかりやすいかなと思いま

した。

○米澤調整審査課長 ありがとうございます。

検討してまいりたいと思います。

それと、労働相談について１つ補足させてい

ただきますが、労働相談は511件ありますが、匿

名の方がかなりいらっしゃって、こちらで追跡

できないとか、電話を教えていただけないとい

う案件もかなりな数にのぼっております。

○日高主査 匿名も入るんですね。

○中野委員 自分の感想ですが、今、人手不足
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の時代に、労働相談にあるようなことをする経

営者は本当に時代錯誤も甚だしいと思うんです。

こんなことすれば、そこで今働いている人も嫌

がって辞めていく、ましてや、そこで再度雇用

もできない状況になると思うんです。そういう

現象はないですか。どう思われますか。

○米澤調整審査課長 委員のおっしゃるとおり

でございますけれども、使用者側、経営者側の

意識が低いというのもございますが、労働者側

から個別に相談をいただきますと、自分がどう

いう労働条件で働いているのかを雇用の最初の

段階で確認されていない方もいらっしゃいまし

て、自分の労働条件が具体的にどうなのかを把

握していない例が多うございます。それらも、

今度は逆に、時代錯誤とおっしゃったかもしれ

ませんが、経営者側のそういう態度になってき

ているのかなと。今のように、労働者側の意識

が徐々に高まっていきますと、それも改善され

ていくのかなという気はいたします。

○中野委員 こういう時代に、今、私が言った

ような雇い主や事業主、企業があるということ

だから相談があるんですよね。講演会とかいろ

いろあると思うんですが、そういう企業を指導

する機関はどこですか。皆さん方は、それはで

きないんですか。

○米澤調整審査課長 私ども労働委員会には、

特に労働基準法ですが、それについての指導権

限というのはございませんで、労働基準監督署

が、労働基準法あるいは労働安全衛生法に関す

る権限を持っておりますので、具体的な指導は

労働基準監督署が行うということになろうかと

思います。

○中野委員 30年度はかなりふえているから、

人手不足になってふえたことは、心外なんです。

人手不足が進めば、またふえるのかどうか、令

和元年度がどうなのか。実態については、横の

連携で、今言われた指導機関とも連携され連携

はとられているんですか。

○米澤調整審査課長 労働局とは、関係の相談

機関として連携はとっているところであります。

○山下委員 技能実習生とか、外国人の労働者

がふえているんですが、外国人に絡んだ相談は

全くないですか。

○米澤調整審査課長 外国人の実習生からの相

談というのはございません。

○山下委員 外国人を雇用している人たちもで

すか。

○米澤調整審査課長 ※外国人の労働者について

の相談は、今のところ、来ておりません。

○山下委員 会社側からも、労働者側からも。

○阪本労働委員会事務局長 今のところ、まだ

ありません。

ただ、全国的にはかなりふえてきておりまし

て、実は全国の労働委員会の会議の場でも、外

国人からのいろんな相談であったり、場合によっ

ては事件を今後どうするのか。例えば通訳をど

うしたらいいのかとか、そういったことは、今、

議論を進めているところでございます。

それともう一つ、前後しますけれども、中野

委員からも御指摘がありましたが、パワハラの

件がふえ、実はこれも本当に最近の問題です。

ことしも働き方改革の関連法案が４月から施行

され、問題視されています。国のほうでも、先

ほどおっしゃった、一体パワハラとは何ぞやと。

昔は、これは指導だったんです。先輩からもし

くは上司から後輩への指導だったと捉えられて

いたものが、いや、それはパワハラだという、

新しいといいましょうか、概念ができ始めてい

ます。

※次ページに訂正発言あり
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国においても、パワハラとは何かを定義づけ

しようということで、今、指針の策定が国のほ

うで行われているのが１つ。

それともう一つ、対策としましては、ことし

４月に施行された新しい働き方改革関連法案の

中で、パワハラがあった場合はそれにちゃんと

対処しなさいと、対処が義務づけられることに

なりまして、大企業が先に、中小企業について

も来年度以降、義務づけられることになってお

ります。パワハラに関する問題が顕在化し、法

制度の中でも取り上げられつつある現状でござ

いまして、ちょうど今、過渡期にあるのかなと

考えているところでございます。

○山下委員 今までは、仕事を覚えて、厳しい

指導を受けながら一流の技術者になろうとか、

職場で上を目指して努力して頑張っていこうと

いう状況だったんです。今、どっちかというと

労働者が強くて、ちょっと厳しく指導を受ける

と、すぐ労働基準監督署にパワハラだとか報告

したり、雇う側がどっちかというと非常に厳し

い環境にあるんです。

やっぱり、皆さん方も、そこは精査しながら

雇う側の理解もしていかないと。わがままを通

していくことになると、本当にその人のために

なるのか、そこの見きわめはちゃんとしていか

ないといかんのかなと思っています。

○阪本労働委員会事務局長 まさにそこが、我

々も個人的には非常に悩ましいところです。あ

るべき姿を、ちょうど今、国を挙げて検討して

いるところでございますので、そういった状況

を見ながらも、しかし我々も健全な宮崎県の経

済活動のためには、雇用者、使用者側も守ると

いうのはちょっと語弊がありますけれども、考

えなくてはいけないと思っております。その対

応についても、また今後、研究を進めてまいり

たいと考えております。

○米澤調整審査課長 済みません、外国人の労

働者からのあっせんについては過去に１件だけ

ございまして、労働条件についてのあっせん申

請が上がっております。

○日高主査 ほか、よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高主査 それでは、以上をもって労働委員

会事務局を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時40分休憩

午後１時42分再開

○日高主査 分科会を再開いたします。

それでは、商工観光労働部の審査を行います。

まず、部長より、平成30年度決算の概要につ

いて説明をお願いいたします。

○井手商工観光労働部長 商工観光労働部でご

ざいます。座って説明させていただきます。

平成30年度決算につきまして御説明させてい

ただきます。

お配りしております決算特別委員会資料の１

ページをお開きください。

上のほうになりますが、この施策体系表でご

ざいますが、県総合計画、未来みやざき創造プ

ランのアクションプランにおける分野別施策の

うち、商工観光労働部に関連するものを記載し

たものであります。

主な施策の概要につきましては、主要施策の

成果に関する報告書で説明させていただきたい

と存じます。

商工観光労働部のインデックスのところ、187

ページをお開きください。

187ページ、一番上の人づくりについてであり
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ます。

１、多様な主体が参加し、一人ひとりが尊重

される社会の（１）国際化への対応につきまし

ては、県に配置しております国際交流員による

各種国際交流活動などを通しまして、県民の国

際理解の増進を図りましたほか、多文化共生地

域づくりのため、県内の外国人住民を対象に日

本語講座や防災講座などの開催の支援を行いま

した。

また、外国人留学生等を対象とした企業就職

セミナーや企業訪問バスツアーの実施など、就

職促進に取り組むとともに、本県と台湾、韓国、

香港等、多様な交流を推進するため、民間レベ

ルでの交流を支援するとともに、台湾桃園市主

催の博覧会におきまして県産品や観光のＰＲを

行いました。

次に、その下の四角囲み、産業づくりでござ

います。

１、多様な連携により新たな産業が展開され

る社会、（１）産業間・産学金官連携による新事

業・新産業の展開につきましては、東九州メディ

カルバレー構想に基づき、県内企業の医療機器

関連産業への新規参入から取引拡大に向けた支

援などに取り組むとともに、今後成長が期待さ

れるスポーツ・ヘルスケア産業への参入を促進

するためのセミナーなどを開催をいたしました。

その下の、２、創造性のある工業・商業・サ

ービス業が営まれる社会の、まず（１）工業の

振興についてであります。これにつきまして

は、187ページから188ページにそれぞれ事業を

記載しております。

小規模企業の振興を図るため、商工会等によ

る経営指導や講習会や研修会等の事業に取り組

んだほか、専門家派遣や事業承継相談員の訪問

活動などによる経営基盤の強化や、また都市部

プロフェッショナル人材の採用の促進、みやざ

き若手経営者養成塾の開催による地域の中核と

なるリーダーの創出に取り組んだところでござ

います。

また、産学官による共同研究の促進により企

業の製品の開発等を支援するとともに、宮崎県

産業振興機構のノウハウやネットワーク等を生

かした県内中小企業の新事業展開や販路開拓、

経営支援などに取り組みました。

このほか、地域経済を牽引する中核企業の育

成を図るため、産学金労官13機関で構成する企

業成長促進プラットフォームによる成長期待企

業への集中支援などを行ったところであります。

さらには、工業技術センター、食品開発セン

ターにおいて、研究開発や県内企業への技術支

援を行ったところであります。

また、企業立地につきましても、本県の地域

特性を生かした産業集積を目指し、フードビジ

ネス関連産業など６つの重点分野に力点を置い

た誘致活動を展開するとともに、地域総合整備

財団のふるさと融資を活用し、大規模立地企業

の新工場建設に対する無利子貸し付けを行い、

設備投資の促進を行ったところであります。

次に、そのページの下段のほうになりますが、

（２）商業・サービス業の振興についてであり

ます。

市町村等が行います商店街再生のための取り

組みに対する支援やまちづくりを担う商店街リ

ーダーを対象とした研修会等の開催による人材

育成に努めましたほか、ＩＣＴ企業の経営・技

術力強化研修等を実施いたしまして、ＩＣＴ産

業の活性化に必要な人材の育成に取り組んだと

ころであります。

また、県産品の振興を図るため、海外におい

ては、香港で開催された海外食品見本市への出
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展、シンガポールでのみやざきフェアの開催な

ど、県内企業の海外展開を支援いたしました。

国内においては、リニューアルオープンした

新宿みやざき館ＫＯＮＮＥを積極的に活用しま

して、市町村や県内企業・団体とも連携しなが

らさまざまなイベントを開催するなど、本県の

食を初めとする魅力の発信、県産品の販路開拓

等に取り組んだところでございます。

続きまして189ページ、３、活発な観光・交流

による活力ある社会の（１）観光の振興でござ

います。

宮崎版ＤＭＯを推進するため、観光みやざき

創生塾を実施し、人材の育成等や市町村と連携

した着地型旅行商品の磨き上げに取り組んだほ

か、ＭＩＣＥの誘致を図るために、開催支援や

キーパーソンの招聘などの誘致活動に加え、宮

崎ＭＩＣＥアンバサダー会議等による推進体制

の強化などに取り組んだところであります。

誘客対策といたしましては、国内対策としま

して、旅行博への出展ＰＲなどの認知度向上対

策や旅行会社等へのセールスプロモーション、

また航空会社等とタイアップしたプロモーショ

ンなどを実施しましたほか、インバウンド対策

としまして、本県と直行便のある韓国、台湾、

香港などでのセールスプロモーションやモニタ

ーツアーによる旅行商品造成支援などを実施し、

誘客促進に取り組んだところであります。

さらには、スポーツランドの推進といたしま

して、合宿誘致セミナーの開催を初めとしたス

ポーツキャンプ・合宿の誘致や、東京オリンピッ

ク・パラリンピックの事前合宿の受け入れ誘致

にも積極的に取り組んだところであります。

次に、（２）県境を越えた交流・連携の推進で

あります。

南九州３県で連携し、教育旅行の誘致セール

スや香港でのプロモーション、イギリス旅行メ

ディアへの情報発信などを行い、誘客を図った

ほか、東九州観光ＰＲや新たな周遊ルートの確

立など、東九州自動車道を生かした北部九州や

中四国からの誘客促進に大分県と連携しながら

取り組みました。

次に、４、経済・交流を支える基盤が整った

社会の（１）産業を支える人財の育成・確保に

つきましては、小中学生の技能への関心を高め

るため技能体験教室を開催したほか、若年技能

者等に対する熟練技能者による技能講座の開催

などによりまして、技能承継や次世代人材の確

保に務めたところであります。また、産業技術

専門校におきまして、中学・高校の学卒者等に

対する職業訓練を実施するとともに、離職者等

が再就職に必要な技能・知識を習得できるよう

委託訓練を実施したところであります。

次に、その下の（２）就業支援と職場環境整

備についてであります。

これにつきましては、190ページまで事業を記

載しております。

高校生の県内就職を促進するため、高校生が

県内企業の魅力に直接触れる学年別の企業ガイ

ダンス等の開催や、高校と企業のネットワーク

づくりに取り組むとともに、首都圏等からのＵ

ＩＪターンを促進するため、県内外において就

職説明会を開催したほか、ふるさと宮崎人材バ

ンクを活用したマッチングにも取り組みました。

さらに、働きやすい職場づくりを促進するた

め、仕事と家庭の両立応援宣言企業の登録促進

や啓発活動を行いましたほか、働きやすい職場、

ひなたの極認証制度を創設し、普及・啓発を図

りました。

主な施策につきましては、以上でございます。

決算特別委員会資料に戻っていただいて、２
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ページをごらんください。

平成30年度決算事項別明細総括表でございま

す。平成30年度の当部の歳出の決算状況につい

て御説明させていただきます。

この表、上の段になりますが、一般会計、下

から５段目のところに計の欄がございます。予

算額402億3,213万6,000円、その右でございます

が、支出済額354億8,927万9,350円、翌年度繰越

額は5,822万3,000円、１つ飛びまして、不用額46

億8,463万3,650円、執行率が88.2％、その右に

なりますが、翌年度繰越額を含む執行率は88.4

％となっております。

次に、その下の特別会計でございます。

下から２段目の行、計の欄になりますが、予

算額６億4,833万2,000円、支出済額４億5,556

万6,031円、不用額が１億9,276万5,969円、翌年

度繰越額を含む執行率としまして、一番右です

が70.3％、そして一般会計と特別会計を合わせ

ました部の合計といたしまして、一番下の欄で

ございますが、予算額が408億8,046万8,000円、

支出済額359億4,484万5,381円、翌年度繰越額

は5,822万3,000円、不用額48億7,739万9,619円、

執行率87.9％、翌年度繰越額を含む執行率は88.1

％となっております。

あと、この資料の最後のページ、22ページを

ごらんください。

監査における指摘事項等についてでございま

す。

指摘事項等につきましては、改めて職員への

指導を徹底するとともに、複数人によるチェッ

ク体制を強化するなど改善に努めたところであ

りますが、今後ともより一層の周知徹底を図っ

てまいりたいと考えております。

また、別冊になりますが、監査委員から提出

されております平成30年度宮崎県歳入歳出決算

審査意見書におきまして、２件の意見・留意事

項等がございました。これにつきましては、後

ほど各事業の詳細とあわせまして関係課長から

説明をいたします。

私からの説明は以上でございます。

○日高主査 部長の概要説明が終了いたしまし

た。

これより商工政策課、企業振興課、企業立地

課の審査を行います。

平成30年度の決算について、各課の説明を求

めます。

なお、委員の質疑は３課の説明が全て終了し

た後にお願いいたします。

○内野商工政策課長 商工政策課の平成30年度

決算につきまして御説明いたします。

お手元のＡ４横、決算特別委員会資料の２ペ

ージをお開きください。

当課は一般会計と特別会計がございます。

一番左側の一般会計の欄、一番上の商工政策

課のところをごらんください。

まず、予算額が282億8,105万9,000円、右隣の

支出済額が237億7,148万3,854円、右から４列目

の不用額が45億957万5,146円、執行率は84.1％

であります。

次に、表の下側の特別会計ですが、下から４

段目の商工政策課の欄でございます。

予算額４億7,919万3,000円、支出済額２

億8,675万8,884円、不用額１億9,243万4,116円

で、執行率は59.8％であります。

次に、資料４ページ、商工政策課のインデッ

クスのところをお開きください。

目の執行残が100万円以上のもの、執行率が90

％未満のものにつきまして御説明いたします。

まず、表の中ほどの（目）商業振興費でござ

います。
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不用額が45億677万1,658円となっております

が、そのほとんどが次の５ページの上から４段

目の貸付金の執行残45億円でありまして、これ

は中小企業融資制度貸付金のうち、大規模な自

然災害や急激な景気の悪化等へ対応するために

予算を確保しておりました緊急対策枠の45億円

について、対応が不要であったことから執行残

となったものでございます。

次に、６ページの一番上、（目）工鉱業振興費

でございます。

不用額が151万7,916円となっておりますが、

これは主に「世界へ尖レ」みやざき産業人財育

成事業における委託料の執行残であります。

資料の７ページをお開きください。

特別会計の（目）小規模企業者等設備導入事

業助成費であります。

不用額が、一番上、１億9,243万3,544円となっ

ておりますが、これは主に貸付金の執行残で、

次年度以降の貸付原資として、全額を令和元年

度に繰り越しております。

次に、特別会計の歳入決算について御説明い

たします。

別冊の平成30年度宮崎県歳入歳出決算書をご

らんください。

ページは特別の１というページ表記になって

おります。

小規模企業者等設備導入資金特別会計であり

ます。

上のほうの表の一番下、歳入合計欄でござい

ますが、左から４列目の調定額５億8,309万1,013

円、右隣の収入済額４億7,919万4,560円、１つ

飛びまして、右隣の収入未済額１億389万6,453

円となっております。

特別会計の歳入決算は以上であります。

次に、主要施策の成果に関する報告書につい

て御説明いたします。

青いインデックスの商工政策課のところ、191

ページをお開きください。

産業づくりの２、創造性のある工業・商業・

サービス業が営まれる社会であります。

ページ中ほどからの表、施策推進のための主

な事業及び実績により御説明いたします。

まず、改善事業、中小企業融資制度貸付金で

あります。

これは、金融機関、信用保証協会と連携し、

低利の事業資金を円滑に提供するためのもの

で、30年度は219億5,934万2,000円の原資を金融

機関に預託いたしました。一番右側の欄、主な

実績内容等の欄ですが、新規融資実績は923

件、107億508万円となっております。

その下、中小企業金融円滑化補助金は、県の

中小企業融資制度を利用する中小企業者の信用

保証料の負担軽減を図るため、信用保証協会に

対し、保証料の一部を補助するもので、30年度

は5,976万5,000円の補助を行いました。

次の信用保証協会損失補償金は、県融資制度

の代位弁済によって生じた信用保証協会の損失

分につきまして、損失補償契約に基づき補償を

行ったものでございます。

次の中小企業団体中央会等補助金は、県中小

企業団体中央会に対して、指導員等の人件費や

組合指導事業への補助を行ったものであります。

192ページをお開きください。

表の一番上、小規模事業経営支援事業費補助

金は、商工会、商工会議所に対しまして、経営

指導員等の人件費や経営改善普及事業等への補

助を行ったものであります。

次の小規模企業総合支援は、商工会等に対し、

人材育成等に関する小規模企業向けの講習会の

実施や地域振興のためのイベントの開催などへ
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補助を行ったものであります。

次の中小企業等経営基盤強化支援では、商工

会等に設置いたしました経営支援チーム活動や

税理士等の専門家の派遣を通し、中小企業等の

事業強化や新分野進出、創業等に向けた取り組

みを支援するとともに、事業承継相談員を配置

し、商工会等が行う事業承継の取り組みを支援

したものであります。

一番下のプロフェッショナル人材戦略拠点運

営でありますが、拠点マネジャーが県内企業を

訪問しまして、県内企業の求人ニーズを明確に

した上で、民間人材ビジネス事業者に取り次ぐ

ことにより、県内企業と都市部プロ人材とのマッ

チングを支援いたしました。30年度は118件の求

人があり、マッチングによる採用者人数は28人

となっております。

193ページをごらんください。

「世界へ尖レ」みやざき産業人財育成は、み

やざきスタートアップ事業により新たな雇用を

生み出す成長性の高いベンチャーを発掘・育成

するため、創業予定者等に対しセミナーやビジ

ネスプランコンテストの開催、商談会への出展

支援など販路開拓や資金調達等を支援しますと

ともに、みやざき若手経営者養成塾や新事業展

開応援塾を開催し、明確な経営理念や成長戦略

をもって新事業へ果敢にチャレンジする若手経

営者などを養成する取り組みを行ったところで

ございます。

次のみやざき小規模企業者等設備導入資金貸

付金は、小規模企業者等の創業や経営基盤の強

化に必要な設備資金貸付制度の原資として産業

振興機構に対し、１億2,500万円を貸し付けたも

のであり、機構において17件、１億1,830万円の

設備導入資金の貸し付けを行っております。

196ページをお開きください。

（２）商業・サービス業の振興の、表の地域

商業再生支援でありますが、商店街再生のため

の事業に対する助成及びまちづくりを担う商店

街リーダーの育成などを行ったものでありま

す。30年度は、宮崎市や延岡市など４市１町の

５事業に対して助成を行い、リーダー育成研修

会等を実施したところです。

主要施策の成果については以上であります。

最後に、別冊の平成30年度宮崎県歳入歳出決

算審査意見書の35ページをお開きください。別

冊のＡ４縦の冊子でございます。

小規模企業者等設備導入資金特別会計につい

て、ページの一番下、意見・留意事項等の欄に

ありますとおり、貸付金の収入未済額につきま

して、今後も引き続き償還促進について努力が

望まれるとの意見であります。

収入未済額につきましては、訪問や文書催告

等により回収に努めているところであり、ペー

ジの下のほうのイにありますとおり、平成30年

度は50万円を回収したことによりまして、収入

未済額は１億389万6,453円となっております。

引き続き償還促進に努めますとともに、要件

を満たした債権につきましては、不納欠損処理

についても検討してまいります。

なお、監査における指摘事項につきましては、

特に報告すべき事項はございません。

商工政策課は以上であります。

○矢野企業振興課長 企業振興課の平成30年度

決算につきまして御説明いたします。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。企業振興課は上から２段目の欄でござい

ます。

予算額は32億2,115万4,000円、支出済額は32

億671万131円で、不用額は1,444万3,869円、執

行率は99.6％であります。
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次に、資料の８ページ、企業振興課のインデッ

クスのところをお開きください。

目の不用額が100万円以上のものについて御説

明をいたします。

まず、下から６段目の（目）工鉱業振興費で

あります。

不用額が861万9,656円となっておりますが、

主なものは、次の９ページの上から５段目の負

担金・補助及び交付金であります。これは、産

学金労官プラットフォームによる地域産業・企

業成長促進事業における補助事業の実績確定な

どに伴う執行残であります。

次に、中ほどの（目）工業試験場費でありま

す。

不用額が488万3,908円となっておりますが、

主なものは、次の10ページの上から２段目の工

事請負費であります。これは、工業技術センタ

ーの消防設備改修工事などに係る執行残であり

ます。

次に、主要施策の成果に関する報告書につい

て御説明いたします。

お手元の報告書の企業振興課のインデックス

のところ、197ページをお開きください。

産業づくりの１の（１）産業間・産学金官連

携による新事業・新産業の展開であります。

表の２段目の東九州メディカルバレー医工連

携ステップアップでは、医療機器関連産業への

参入や販路開拓を支援するコーディネーターの

配置、医療関連技術と機器のパッケージによる

海外展開などにより、県内企業の新規参入から

取引拡大に向けた支援を行ったところでありま

す。また、宮崎大学の寄附講座を中心に、企業

との医工連携による研究開発を支援することに

より、医療機器関連産業の振興を図ったところ

であります。

続きまして、表の一番下の新規事業、スポー

ツ・ヘルスケア産業モデルビジネス支援では、

今後成長が期待されるスポーツ・ヘルスケア産

業への参入を促進するため、機運醸成を図るセ

ミナーを開催するとともに、本県の強みである

食分野を中心にスポーツチームが求める商品づ

くりのための勉強会やマッチング会などを開催

したところであります。

次に、199ページをお開きください。

２の（１）工業の振興であります。

表の一番下のイノベーション促進・新事業創

出推進では、県内中小企業における新技術や新

商品の開発を図るため、13の分野において産学

金官で構成する研究会を開催するとともに、大

学や公設試等との共同研究開発に対する支援や、

国内外の企業や研究機関とのネットワークを持

つ専門のコンサルタントを活用して、県内のす

ぐれた技術の発掘や育成を行ったところであり

ます。

200ページをお開きください。

表の２段目、産学金労官プラットフォームに

よる地域産業・企業成長促進では、地域経済を

牽引する中核企業の育成を図るため、13の関係

機関で構成する企業成長促進プラットフォーム

において、将来中核企業になることが期待され

る企業として22社を成長期待企業に認定し、伴

走型の集中支援を行ったところであります。

一番下の東九州自動車道を生かす～自動車産

業等販路開拓・競争力強化では、自動車産業関

連企業が集積する北部九州に北部九州フロン

ティアオフィスを設置し、県内企業に営業活動

の拠点として提供するとともに、アドバイザー

などによる支援をあわせて本県企業の取引拡大

に取り組んだところであります。

201ページをお開きください。
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表の一番上の食品製造業者販売力向上では、

県内外の卸売業者等から県に寄せられる取引相

談情報などを一元的に集約・管理し、県内食品

製造業者と効率的にマッチングを行うためコー

ディネーターを配置するとともに、平成27年４

月に施行されました食品表示法に対するためア

ドバイザーを設置し、加工食品の表示作成に対

する支援を行ったところであります。

その下の工業技術研究開発及び食品開発セン

ター研究開発では、工業技術センターにおいて

生のカンショを長期貯蔵するため、貯蔵庫内を

適切な温度と湿度で管理する技術の研究など12

テーマの研究開発を行ったところであります。

食品開発センターにおいては、食品に活用可能

な微生物のデータベースを構築し、食品開発な

どへの活用を図るための研究など11テーマの研

究開発を行ったところであります。また、それ

ぞれのセンターにおいて、企業からの依頼試験

や技術相談等に対応したところであります。

次に、204ページをお開きください。

（２）の商業・サービス業の振興であります。

表のＩＣＴ産業基盤強化でありますが、ＩＣ

Ｔ産業を担う人材の養成を図るため経営力や技

術力向上のための研修を実施するとともに、本

県ＩＣＴ企業の販路拡大を図るため、首都圏の

ＩＣＴ企業との商談会の開催を行ったところで

あります。

主要施策の成果につきましては、以上でござ

います。

次に、監査における指摘事項等についてであ

ります。

決算委員会資料にお戻りいただきまして、22

ページをごらんください。

（１）支出事務の一番上、工業技術センター

でありますが、備品修繕について、請書が提出

されているにもかかわらず支出負担行為の行わ

れていないものがあったとの指摘であります。

これは、約80万円の備品の修繕におきまして、

契約の相手方から契約書のかわりとなる請書の

提出があった際に必要であった支出負担行為の

整理を行っていなかったものであります。

今後は同じような指摘を受けることのないよ

う、支出負担行為の整理が必要であるものにつ

いては、契約の相手方を決定する書類にその旨

を記載するとともに、支出負担行為の整理状況

を一覧表にして、複数の職員が確認することで

業務管理の徹底とチェック機能の強化を図って

まいります。

最後に、監査委員の決算審査意見書につきま

しては、特に報告すべき事項はございません。

企業振興課は以上でございます。

○山下企業立地課長 企業立地課の決算に関し

て御説明いたします。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。

企業立地課は上から４段目の欄であります。

当課の平成30年度一般会計の決算額は、予算

額36億2,310万1,000円、支出済額35億8,648

万3,249円、不用額3,661万7,751円、執行率は99

％であります。

次に、目の不用額が100万円以上のものについ

て御説明いたします。

なお、執行率が90％未満のものはございませ

ん。

企業立地課のインデックスのところ、15ペー

ジをお開きください。

ページ中ほどの（目）工鉱業振興費でありま

すが、不用額3,660万7,826円となっております。

主な理由について御説明いたします。

まず、工事請負費についてでありますが、こ
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れは宮崎フリーウエイ工業団地の維持管理に伴

う災害復旧など、緊急に要する経費に不用額が

生じたことによるものであります。

次に、負担金・補助及び交付金についてであ

りますが、これは企業立地促進補助金の交付に

おきまして3,317万7,000円の不用額が生じたも

のであります。

この補助金は、立地企業の新規雇用や設備投

資などの実績に応じて支払うもので、毎年度、

次年度に申請資格のある立地企業に対しまして

あらかじめ申請の有無と見込み額を確認の上、

予算を計上しておりますが、平成30年度に補助

金の申請を予定しておりました立地企業のうち、

一部の企業が補助金の申請を見送りましたこと

や申請額が当初の見込み額を下回りましたこと

などにより、執行残が生じたものであります。

次に、主要施策の成果に関する報告書の企業

立地課のインデックスのところ、213ページをお

開きください。

産業づくりの２の（１）工業の振興でありま

す。

施策推進のための主な事業及び実績の表のう

ち、上から２段目の企業誘致推進ネットワーク

強化であります。

本県の企業立地環境を広く企業に理解してい

ただくことは立地に向けての第一歩であり、積

極的な企業訪問を行っていくことが大変重要で

あると考えております。このため、企業立地課

を初め、東京、大阪、福岡の各県外事務所の職

員に加え、各業界に関する知識や人脈等が豊富

で、幅広く企業にアプローチできる企業に企業

誘致コーディネート業務を委託しております。30

年度は、関東エリアの１企業、中部・関西エリ

アの１企業に委託し、延べ214の企業訪問を行っ

たところであります。

次に、一番下の新規事業、先端産業高度化支

援であります。

この事業は、本県産業の高度化や高付加価値

化に資する企業を支援するため、一般財団法人

地域総合整備財団の地域総合整備資金貸付事業、

いわゆるふるさと融資制度を活用し、先端産業

分野における大規模立地企業、具体的には航空

機部品を製造する宮崎日機装株式会社に対しま

して、新工場建設や設備投資の資金の一部を無

利子で貸し付けたものであります。

次に、214ページをごらんください。

企業立地促進補助金でありますが、30年度は

補助金の申請のありました39企業に対しまして、

設備投資額や新規の雇用者数等の実績に応じ補

助金を交付したものであります。

次に、施策の進捗状況であります。新規企業

立地数等につきまして、実績を記載しておりま

す。

先ほど説明しました事業など、さまざまな企

業立地活動を展開した結果、平成30年度までの

累計で、企業立地件数は184件、うち県外企業が82

件で、企業立地による最終的な雇用創出数

は7,160人となったところであります。

主要施策の成果につきましては以上でござい

ます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はございません。

企業立地課の説明は以上であります。

○日高主査 説明が終了いたしました。

質疑はございませんか。

○中野委員 委員会資料の５ページの貸付金の

不用額45億円は主要施策の成果に関する報告書

の191ページに細かく説明してありますが、この

不用額になった45億円は、融資しなかったとい

うことですか。
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○長倉経営金融支援室長 この45億円の不用額

について御説明いたします。

これは、中小企業融資制度における金融機関

への原資貸付金のうち、大規模災害等の危機事

象に迅速に対応するために、緊急対策枠として

当初予算で50億円を措置したものでございまし

て、うち５億円を預託しまして、残りは、大規

模災害等のニーズが幸いになかったもんですか

ら執行残となったものでございます。

○中野委員 わかりましたが、令和元年度はか

なり予算が増額されますよね。30年度の264億円

が、令和元年度は326億円にふえているんですけ

れども、45億円執行できなかったのに、本年度

はこんなにふえましたが、何か理由があるんで

すか。

○長倉経営金融支援室長 主要施策の成果に関

する報告書の191ページの中小企業融資制度貸付

金の平成30年度予算額にあります264億円余は最

終予算額でありまして、２月補正後の予算額と

になっております。主な実績内容等の欄にある

令和元年度予算額は、当初予算額であります。

平成30年度の当初予算額では346億円余を措置

しておりまして、それと比べますと、令和元年

度の予算額は20億円減額して措置していること

になります。（発言する者あり）

もう一度御説明いたします。

平成30年度の予算額の推移でございますけれ

ども、平成30年度当初予算では346億8,166

万7,000円を措置しておりまして、２月補正で82

億円減額して、ここに記載しております264

億5,934万2,000円の最終予算額となったもので

あります。

○中野委員 わかりました。すごく減額補正が

多かったんですね。

次に、このページで質問しますが、信用保証

協会損失補償金が予算額574万5,000円で、574

万5,000円が決算額ということは、さっき代位弁

済という説明をされましたが、右に書いてある34

件に代位弁済した金額が574万5,000円というこ

とですか。

○長倉経営金融支援室長 この信用保証協会損

失補償金につきましては、一番上の中小企業融

資制度貸付金による融資制度を利用しました中

小企業に代位弁済が生じた場合で、信用保証協

会が代位弁済をした場合に、保証協会が保険も

かけておりますが、そういった保険金等で補塡

されない部分の信用保証協会の損失について、

一定割合を県が補償しているものでございます。

○中野委員 それはわかる。この34件の分を県

が代位弁済したんでしょう。さっき代位弁済と

言ったよ。

○長倉経営金融支援室長 30年度の損失補償実

績34件については、信用保証協会の代位弁済に

よって信用保証協会の損失が確定した部分につ

いて補償しているものですが、実際には、平成29

年度に信用保証協会が代位弁済をして、その後、

保険金等で補塡された分を差し引いたものにつ

いて、一定割合で計算して、30年度に補償した

ものでございます。

○中野委員 平成29年度に信用保証協会がこげ

ついたから、保険金を請求した。それも不足し

た分を県が損失補塡をしたということですか。

○長倉経営金融支援室長 そうでございます。

○中野委員 それを、さっきの説明では代位弁

済しましたって聞こえましたが、代位弁済だっ

たんですかということを聞きたいんです。

○長倉経営金融支援室長 信用保証協会が代位

弁済したものについて、保険金等で補塡されな

い部分の損失について、県が補償したものでご

ざいます。
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○中野委員 代位弁済ではなく、完全に補償し

たということですか。さっきは代位弁済と説明

されたと思ったけど。

○内野商工政策課長 私が先ほど申し上げたの

は、県の融資制度の代位弁済によって生じた保

証協会の損失分と申し上げまして、県が代位弁

済したということではなくて、信用保証協会の

ほうで代位弁済をしたという意味で申し上げま

した。

○中野委員 では、この金額574万5,000円には

求償権は発生しないんですね。完全に補償しっ

ぱなしで、回収する見込みはないと見ていいん

ですか。

○長倉経営金融支援室長 損失補償しましても、

信用保証協会の貸し付け先に対する求償権は残

りますので、その後、求償によって回収できた

部分については、県に対しても歳入が生じるも

のでございます。

○中野委員 保証協会に求償権があって、県が

払った分について、県に求償権はあるんですか、

ないんですか。

○長倉経営金融支援室長 信用保証協会が代位

弁済しておりますので、求償権については信用

保証協会が持つものでございます。

ただ、信用保証協会の損失について県が損失

補償金を払っておりますので、間接的に、県に

も信用保証協会が回収した分については戻って

くるというものになります。

○中野委員 あんまり難しく答弁されるからこ

んがらがってしまいますが、信用保証協会が代

位弁済しましたよね。それで、保険金請求した

けれども、まだ代位弁済した金額が574万5,000

円残っていたんですか。そういう見方ではない

んですか。その残っていたお金を、県が損失補

償したということではないんですか。

○長倉経営金融支援室長 平成29年度に信用保

証協会が代位弁済した額のうち、県が補償する

対象としての金額が２億1,400万円余ございまし

た。その代位弁済額から日本公庫からの保険金

等を差し引きまして、それに一定割合を計算し

まして、県が補償した金額が574万5,000円になっ

ております。

○中野委員 言いたいのは、代位弁済が発生す

れば、いずれ求償権もあるだろうから、補償し

た分の回収ができるのか、できないのか。それ

とも、そのまま支払いっぱなしになるのか、単

純に言えばそこを聞きたかったんです。それで、

さっきは私が代位弁済と聞き違えたもんだから、

じゃあ、求償権が発生したんだなと思って、そ

のことを質問したんだけれど、回りくどい説明

されたのでこんがらがってしまいました。

要は、県が払ったものが回収できるのか。代

位弁済したんだったら求償権が発生しますから。

かわりに払ったんだから。そうであれば、後日

また債務者が支払えば、幾らかを回収できるの

か。それとも、もうそういうことはせずに、実

際は償却というか、保険金まで請求したから、

もう全く回収の見込みもないからしないのかな

と思ったんです。その金額が574万5,000円だと

思ったんです。回収される可能性もあるんです

か。

○長倉経営金融支援室長 そうでございます。

○中野委員 それで、30年度は、損失補償額が

さっき言った574万円なのに、令和元年は予算が

１億5,500万円にふえていますよね。見込みがか

なりの金額ですが、これもまた、２月補正で減

額補正という形になるんですか。当初予算では

１億円近い予算がついていたのが、減額予算し

て500万円になったということですか。

○長倉経営金融支援室長 平成30年度の当初予
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算についても、令和元年度予算額と同額の１

億5,500万円を措置しておりました。

○中野委員 ２月議会で減額補正したんですね。

何か、翌年度はすごいふえるなと思って。

それなら、こういう決算書をつくるときには、

当初予算はこうでした、そして補正後の予算は

こうでしたという─それを見ないと、誤解し

て質問してしまいます。それは、部長、次長の

段階ですけどね。

○横山商工観光労働部次長 当初予算は記載し

ておりません。

確かに、御指摘のようにちょっとわかりにく

い部分もあるのかなと思いますけれども、議決

いただいた予算額ということで最初に載せるル

ールで全庁的にやっておりまして、御理解をい

ただきたいと思います。

○中野委員 途中で減額補正を我々が審議して

認めたとはいえ、えらい、この─制度が悪かっ

たということですからね。当初の見込みが悪かっ

た。補正をかなりしたんですから。見込み違い

がかなりあって、その見込み違いに２月議会で

気づいたから、それを減額補正して、そして計

画どおりの決算になりましたというのを見せつ

けたと一緒ですから。不用額がその分だけ少な

くなるんですから。だから、当初予算からする

と見誤りが─これは見誤りですか。不用とい

えば不用だけれど、見当違いだったということ

ですか。

○横山商工観光労働部次長 補償関係ではござ

いますので、かなり余裕を見て当初予算を組む。

そして、実績を見ながら、２月で調整させてい

ただく形をとっていると認識しております。

○長倉経営金融支援室長 中小企業融資制度に

つきましては、実際のところ、県の融資制度の

利用実績は少し減っている状況でございます。

理由としましては、金融機関のほうが日銀の金

融緩和政策や、金融庁も担保補償に過度に依存

しない融資を銀行に対して促進していること等

もありまして、金融機関が比較的リスクをとり

やすい状況で、金融機関によるプロパー融資の

ほうがふえているものと考えております。

ただ、県の融資制度の役割として、経済危機

等に陥った場合に、中小企業者の皆様の信用リ

スクが大きくなった場合に、セーフティネット

として県の融資制度を構えておくことが重要だ

と考えておりまして、大きな経済危機、リーマ

ンショック等の状況に陥りましても県の融資が

十分に行えるような枠を、当初予算では確保し

ておくという考えのもとに、当初予算を組んで

いるものであります。

○中野委員 私は、そんな答弁はいただけませ

んね。そういう状況になったときには、それこ

そ緊急に補正を組んで増額補正すればいいん

じゃないですか。余り発生しないことを、当初

からたくさんの予算を措置しておいて、あたか

も中小企業を多額で支援しますというような見

せかけをするよりも、実際そうなったときには

増額補正をして対応するほうがいいんじゃない

ですか。全部不用額で、そして決算審査のとき

にはそれが目に見えないような書き方をして、

非常に精度の高いやり方でしておりましたとい

うようなふうにしか見えませんが。

○横山商工観光労働部次長 御指摘はよくわか

ます。

ただ、従来から、融資制度なり補償というと

ころは、先ほど室長が説明しましたように、そ

この時点に備えてというところがあって、かな

り余裕持って予算を組む形にしております。

ただ、現実的に、近年ちょっと乖離も見られ

ておりますので、御指摘を踏まえまして、また
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検討させていただきたいと思います。

○中野委員 きょうも本会議で、某議員が不用

額は幾らですかと自分の担当以外のところを質

問して、幾ら幾らと言われたけれど、実際はそ

の前に、ほかの部や課はどうかわかりませんが、

不用額を２月の補正でぼんぼん削っておけば、

決算審査のときに、余り不用額はなかったよう

な印象づけになりますよね。そこを言いたいん

です。だから私も誤解して、新年度はこんなに

ふえるのにとか、この表からだけでは見るわけ

です。実際は、２月の補正で減額補正をする。

あの減額は、増額があったり補正があったり

してトータルでは増額幾らというような決算で

すから、全く数字は見えませんよ。そのときに

は説明したんでしょうけれども、表に出るとき

は、減額もかなりあって、増額もあって、そし

てその差で、このときは商工観光労働部は増額

だったのか、トータルでは減額だったのかわか

りませんが、我々にはその差し引きで見せます

からね。我々は、目くらましを受けているんで

す。こういう具体的な実績になったときには、

ああ、こういうことだったのかとわかるだけで。

だから、私は会計の仕方がおかしいと思いま

す。さっきはリーマンショックに沿って説明さ

れたけれど、余り発生しないことです。事前に

リーマンショックに合わせて当初予算を組むの

ではなくて、発生したり、そういう兆候があっ

たときに、補正で対策を打つのが行政だと思う

んです。

○横山商工観光労働部次長 基本的に御指摘の

とおりだと思います。

先ほども申し上げたこととちょっと重なりま

すけれども、基本的には補正予算でどのように

させていただくかは、特に２月の補正につきま

しては、執行状況をしっかり見ながら大きな不

用額が残らないようにという形で、ほとんどの

事業はそのように精査をしながらやらせていた

だいております。そういう中で、融資なりのと

ころは、さっき申し上げたように、不測の事態

に備えてかなり余裕を見ています。確かに、リ

ーマンショッククラスになりますと、さらに増

額の補正も考えていかないといけないと思うん

ですけれども。

御指摘を踏まえまして、予算の組み方という

ところもまた検討させていただきたいと思いま

す。

○中野委員 こういうやり方は、ずっと昔から

してこられたんでしょう。旧態依然とした仕事

をしている一言に尽きると思うんです。やっぱ

り改革して、現実に近い予算を立てて、そして

執行して、それでも不足する場合は、増額補正

を途中でするとか。あるいは減額も、大きな減

額はしないような見通しで。そして、減額した

ものが、このときには目に見えないように我々

に報告をするシステムになっていますから、そ

れでは、我々は見えないわけです。そうすると、

余り不用額はなかったように―さっきの金額

も大きいなと思ったけれど、現実はまだ大きい

ということでしょう。

だから、もっと精度の高いもの、現実性のあ

るものにしてほしい。そして、使わないお金を

含めてたくさん予算化して、ことしはトータル

で予算は幾らになりましたとか、そういうこと

をしないように。

今年度も、肉づけを入れて6,052億円になりま

したから。14年ぶりに6,000億円を超えたんで

しょう。そうすると、こういうお金が入ってい

ない。実際は6,000億円には至らなかったという

ことですからね。すると、こんなことばっかり

していれば、トータルで6,000億円台にはならな
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かったのではないかな。これは見せかけの予算

が多いような気がするんです。もっと現実性の

ある予算にしてほしいなと思うんです。

○井手商工観光労働部長 今、御指摘の点、県

庁の中で、予算の組み方という意味ではいろい

ろ議論もしていかなければならないと非常に反

省しながら聞いておりました。

予算の精度を上げるという意味合いでは、２

月の補正については我々としても相当な数字の

詰めをしながらやっておりまして、今回の中小

企業の金融制度の貸付金等の不用に関して言い

ますと、おっしゃるとおり、過去の例に基づい

てこのぐらいの程度は残しておこうかという意

味合いでの例えば46億1,000万円余というような

数字になっております。ここについてももう一

度精査をして、また財政当局とも話をしながら、

精度の高い当初予算と２月の補正に取り組んで

まいりたいと考えます。

○中野委員 もう一つ言えば、この貸付金も当

初は346億円だったんです。それを補正して264

億円にしたということは、それでも45億円不用

が発生したんですから、当初予算からするとか

なりの不用額になります。当初予算からすれ

ば、130億円ぐらいの不用額が発生したと見れる

金額ですから。だから、もっとそこの精度を高

めてほしいなという気がします。

○日高主査 要望でいいですか。関連、ござい

ませんか。

○窪薗委員 30年度の監査委員の歳入歳出決算

審査意見書の35ページにある小規模企業者等設

備導入資金特別会計で、これも今、中野委員が

言ったのと同じような内容なんですけれども、

収入未済額が約１億389万6,000円ということで

す。この収入済額の４億7,919万4,560円は、商

工貸付金元利収入が主だと書いてあります。こ

の中の、歳出の不用額の約１億9,243万4,000円

ですが、ア、イ、ウ、エとあるんですけれども、

中身を詳しく教えていただけないでしょうか。

○長倉経営金融支援室長 小規模企業者等設備

導入資金特別会計につきましては、中小企業者

が共同して設備導入を行う場合の高度化資金、

それと中小企業設備近代化資金等の貸付金を

扱っている特別会計でございます。調定額、収

入済額、収入未済額とありますけれども、貸付

金について調定を立てまして、そのうち30年度

に収入されたのが４億7,919万4,560円でござい

まして、差し引きの収入未済額の欄で１億389

万6,453円が未済、回収できていないということ

になっております。

この収入未済額の１億円余につきましては、

過去の貸付金の延滞債権でありまして、延滞債

権として４件残っているものでございます。

歳出のほうにつきましては、特別会計の歳出

の不用額として１億9,000万円余が執行残として

残ったものでございます。

この支出済額の内訳としましては、ウのとこ

ろで、支出済額２億8,675万8,884円のうち、貸

付金として、高度化資金貸し付けと設備導入資

金の貸し付けで１億2,784万5,000円、あと償還

金等の支出として、そこに記載のあるとおり支

出しておりまして、予算現額から支出済額を差

し引いた１億9,000万円余が不用額となっており

ます。この不用額につきましては、特別会計の

決算剰余金としまして翌年度に全額繰り越しを

して、貸付金の原資にまた充てております。

○窪薗委員 歳入のほうで、収入未済額が１

億389万6,453円ということですが、これは延滞

等の４件分ということですけれど、これは回収

の見込みはどうなっているんでしょうか。

○長倉経営金融支援室長 先ほど申しました延
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滞債権の４件のうち１件については、貸付先は

倒産しているんですけれども、連帯保証人の方

とコンタクトをとっておりまして、訪問とか文

書催告等によりまして、平成30年度は50万円の

回収を行っております。

あと、残りの３件については昭和の年代等の

貸し付けでありまして、貸付先は倒産、破産の

状態にありまして、連帯保証人の方も所在不明

等によって、回収が非常に困難な状況になって

おります。

○窪薗委員 随分昔の貸し付けということです

が、本人も死亡なりあるいは行方不明というよ

うなことも─やっぱりこういうものは、スピ

ード感をもってやらないと、こういうことになっ

てしまうんです。どこもそうなんです。例えば、

倒産等になると、特に行方不明なんかが出ます

ので、こういった執行については気を引き締め

てやっていただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。

○山下委員 報告書の192ページですが、ちょっ

と教えてください。

小規模事業経営支援事業費の約11億9,300万

円、この実績内容等を見ますと、商工会等46団

体への補助ということですが、商工会は県内に38

だったと思うんですが、それ以外の団体はどう

いうものがあるんですか。

○内野商工政策課長 商工会が県内に35ござい

ます。それから、商工会議所が９ございます。

足して44。あと、商工会連合会、それから商工

会議所連合会、足して46でございます。

○山下委員 この約12億円の振り分けをちょっ

と教えてくれますか。

○内野商工政策課長 振り分けというのは、各

団体ごとの金額ということでしょうか。

○山下委員 今言われた35の商工会と９の商工

会議所、それから連合会を、大体でいいですか

ら教えてください。

○内野商工政策課長 済みません。今、数字を

探しますので、お待ちください。

○日高主査 ここで１回休憩をとります。３時10

分再開でお願いします。

暫時休憩します。

午後２時57分休憩

午後３時７分再開

○日高主査 分科会を再開をいたします。

○内野商工政策課長 山下委員からの内訳に関

する質問でございますが、各商工会ごとの数字

ではなくて、商工会全体の数字でもよろしいで

しょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）商工会全体

の数字が６億5,100万余、それから、商工会議所

が９つございますけれども、これの合計が３

億9,900万余、それと、商工会連合会が１億2,400

万余、商工会議所連合会が1,800万余となってお

ります。

○山下委員 わかりました。

商工会議所は、資本の大きい人たちが中心の、

都市部中心の商工会議所ですから、運営につい

てはそんなに私も考えないんですが、商工会関

係、過去に、国の政策か何かわかりませんが、

かなり定義づけが厳しくなりまして、職員の配

置、事務局長の配置基準が厳しくなって、地域

の商工会の運営が非常に厳しい環境になってき

ていると。

商工会が35あるということでしたが、そこと

の意見交換です。出てくる意見はどういうふう

に集約しているか。

○内野商工政策課長 商工会としては、やはり

いろいろと経営指導員の役割もふえてきており

ますので、特に要望としては、よく増員という
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話は来ます。ただ、一方で、当然予算の制約も

ございますし、35ある商工会の組織形態です。

例えば、広域的な指導体制をとっていくのか、

あるいは、昔やったような合併というやり方を

やっていくのか、要は県内の商工会の組織のあ

り方というのも関わってきますので、人員の配

置については、商工会からも、まだはっきり決

まっているというような意見はなかなか出てき

ておりませんので、引き続き、今後、商工会の

小規模事業者に対する支援の役割を踏まえなが

ら、商工会連合会と35の商工会の指導員の配置

をどうしていくのかについては、引き続き、意

見交換をしていかないといけないと思っており

ます。

○山下委員 今、課長も柔らかい言い方をしま

したけれども、私どもも地方に住んでいますと、

地域の中では、もう商工会しかないんです。何

かイベントや地域おこしをやろうというときに、

企画、運営してくれるのは、もう商工会に頼ら

ないと、ほかの組織はもうなくなってきている

んです。

皆さん方が、今、進めようとしているのが、

事務局長の配置を見直したり、ある程度考えな

いと、もう事務局長の配置はできませんよとか。

非常に厳しい締めつけの中で、商工会の事業運

営も体制がとりづらいという話が総会のたびに

出ることが１点。

それと、皆さん方から組織整備を進めなさい

という指導もある。だけど、私は都城なんです

が、やっぱり地域が離れていて、合併したとこ

ろとか、どうしても連携が取りづらい内部事情

がある。それで、合併したときに地域はどうな

るかを考えると、どうしても機能が思うように

発揮できない。

そして、今、皆さん方は、宮崎県として、地

方を何とか活性化しよう、限界地域を少しでも

長持ちさせようという政策を、莫大な予算を使

いながらやっているわけですから、そこ辺との

整合性です。だから、皆さん方にも地方をしっ

かりと見ていただいて、ただ、商工会や連合会

にぼんと丸投げしていくのではなくて、皆さん

方がしっかりと地域に根をおろして、地域の考

えている課題とか、状況をどこまで把握してい

るのかがいつも不安なんです。地域おこしと一

緒に考えた商工会のあり方、その辺の思いを

ちょっとお聞かせください。

○内野商工政策課長 委員の言われるとおり、

商工会は地域の商工業者にとって、最も身近な

支援機関になります。先ほどもちょっと申し上

げましたけれども、地域振興業務、イベントで

あったりとか、従来の市町村にかわって、いろ

いな地域活性化の役割―本来は地域経済の小

規模事業者に対する経営支援なんでしょうけれ

ども、それにプラスアルファしたさまざまな役

割も出てきておりますので、まずは、やはり商

工会としてどういう組織のあり方がいいのか、

まずは自分たちで考えていただきたなというの

が、本音のところです。

当然、県のほうから、例えば、もう合併して

ほしいとか、そういうこともなかなか申せませ

んので。あとは、商工会連合会と各商工会とで、

今後は意見交換をしていきながら、あり方とい

うものは引き続き考えていかないといけないと

思っております。

○山下委員 そこが無責任なんです。地域の商

工会で考えることを出せといったって、それが

無理な時期に来ているんです。商工観光労働部

の皆さん方は、今、移住政策とかいろんなこと

を言っていますが、地方でその受け入れとして、

どういう団体がしっかりと受け皿をつくるかを
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考えると、やっぱり、地方の中ではもう商工会

しかないんです。だから、あなた方の目線は上

からの目線と私は見ているんです。

だから、もうちょっと膝をちゃんとつけ合わ

せて、事務局長の配置の問題から―もう、

今、35の中で19人しかいないわけでしょう。だ

から、そのことをしっかりと県政の大きな課題

として、商工政策をしっかりしてくれよと、そ

の思いなんです。

○井手商工観光労働部長 山下委員がおっしゃ

ることは、私自身は非常によく響いております。

一つ一つの商工会、例えば児湯でありましたり、

県北の商工会を、私自身お訪ねして、理事の皆

さん方ともお話をしているところです。

そこでいつも出ていることが、やはり、今、

山下委員のおっしゃるようなことで、商工会の

担う役割が非常に重くなっているというお話と、

今の地域振興、中山間地域振興というところで

は、必ず役割を負わされるというようなお話を

承っております。

もちろん、その向こう側には、それぞれの地

域の経済がきちんと回って、その商工会の会員

企業さんがきちんと食べていける体制が必要で

あるというところまでお話をいただいています。

我々としても、商工会の抱えている指導員の

方々のレベルアップ、そして、その商工会に持っ

ていくいろいろな事業費あわせて、国に事業提

案を含めてやってきたところであります。今回

も、192ページに商工会関係の事業がありますが、

県単での小規模企業の総合支援であったり、中

小企業の経営基盤強化の支援でありましたり、

そういう別な事業を使いながら、商工会、商工

会議所のほうに事業費を投入できるようなこと

を、国に対しても申し上げていますし、県単と

しても行っていかなければならない。

その先に、商工会が本当にずっとやっていけ

るような体制をどうつくっていくかということ

については、一緒に汗を流しながら知恵を出し

てまいりたいと考えております。現場にできる

だけ参りたいと考えております。

○山下委員 商工政策課は、商工観光労働部の

一番のポジションでしょう。だから、あなた方

が縦割りで商工会だとか、商工会議所を見るの

ではなくて、全体的な事業の取り組みをしっか

りと把握する。地方の中ではもう商工会しかな

いというのが現状なんです。皆さん方も合併あ

りきの話を持ち込んでくる。路頭に迷っている

のは地方なんです。

だから、高齢化していく中で、商工会の運営

も厳しくなってくる。家族経営体の人たちが中

心ですから、もう地方になると人を雇用した商

工会は少ないんです。

お互いにボランティアをしながら、地域のた

めにいろんなイベントを企画して、もうそれに

頼らないと企画もできない状況なんです。だか

ら、そこに拍車をかけるような施策の進め方を

やっている。国にも意見をしながら、やはり地

方があって、都市の発展もあるでしょうから、

そのことをしっかりと。商工会を勇気づけるた

めに、県費でも独自の取り組みをやって、基本

をしっかりとやっていかないといけない。ぜひ、

その辺をよろしくお願いします。

○内野商工政策課長 商工会が地域にとって重

要な役割であるというところは私も一緒ですの

で、地元との意見交換も含めてしっかり取り組

んでまいりたいと思っております。

○外山委員 １点だけ、214ページの企業立地課

です。その中で補助金の交付企業数は39企業と

ありますけれども、この企業立地促進補助金の

内容はどういったものがあるんですか。
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○山下企業立地課長 基本的には、企業の設備

投資と雇用者数に応じて交付する補助金がござ

いまして、それが業種によって、例えば製造業

とか流通サービス業であるとか、ＩＴ産業とか、

それによって補助金の単価が決まっております。

雇用割補助金につきましては、また、中山間地

で立地する場合の上乗せでありますとか、そう

いった若干の上乗せがされております。

○外山委員 施策の成果等にあるように、無利

子貸付であるとかいろんなのがあるんでしょう

けれども、いずれにしても、これから少子化に

なって、人口減少の中で、この企業立地という

のは非常に重要な分野でございますから、ぜひ、

また引き続き頑張ってもらいたいと思います。

○田口委員 192ページのプロフェッショナル人

材戦略拠点運営のところで、ちょっとお聞きい

たします。

現在は、アドバーザーは何名いらっしゃるん

ですか。

○長倉経営金融支援室長 プロフェッショナル

人材戦略拠点にマネージャーが１名とサブマネ

ージャーが２名、あとスタッフが１名の４名体

制で運営しております。

○田口委員 その中に数字が出ていますけれど

も、求人件数が118件。これは118人と見てもい

いんですか。

○長倉経営金融支援室長 そのとおりでござい

ます。人と見て大丈夫です。

○田口委員 その求人の内訳は大体わかるんで

すか。技術者さんだとか、あるいは営業が強い

人とか。

○長倉経営金融支援室長 ここに挙げておりま

す118名の内訳というのは、ちょっと集計しない

とわからないんですけれども、例えばマーケティ

ングに長けた方とか、人事部門で人事管理がで

きる方とか、生産部門で製造の責任者が欲しい

とか、そういったようなニーズが出ております。

○田口委員 ちなみに、採用者数が28人と出て

いますけれども、これは３年ぐらい前からだっ

たですか。前年から含めて人数がわかれば。

○長倉経営金融支援室長 この拠点を設置しま

したのが、平成28年の１月になります。採用者

数の年度ごとの数を申し上げますと、28年度が

３名、29年度が11名、30年度が28名、ちなみに

今年度は８月末までで25名となっております。

○田口委員 数字だけ見ますと、右肩上がりで、

実績は非常によく見えていますけれども、もと

もとの採用目標に対してはどんな状況なんで

しょうか。28名は非常によかったと思っている

のか、ちょっと足らなかったと思っているのか、

そのあたりの評価を教えてください。

○長倉経営金融支援室長 平成28年度は、先ほ

ど申し上げましたように、28年の１月に設立し

まして、まだ28年度は体制的にちょっと整って

いませんで、３という少ない─27年度から企

業を訪問しまして、経営者の求人ニーズの聞き

取りということに注力をしておりましたので、

成約件数としては当初は少なかったんですけれ

ども、その求人情報をニーズを捉えて民間ビジ

ネス事業者にとりつなぎを行って、マッチング

が徐々に成果として右肩上がりであらわれてき

たと考えております。（「目標に対する評価でしょ

う、目標を聞いたんでしょう」と呼ぶ者あり）

済みません、しばしお待ちください。

○日高主査 暫時休憩します。

午後３時27分休憩

午後３時28分再開

○日高主査 分科会を再開いたします。

○長倉経営金融支援室長 済みません。目標値
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としては公式に出しているものはございません。

○田口委員 先ほど言いましたけれど、右肩上

がりで非常にふえております。これは国の政策

ですから、各県ともにこれでやっているんでしょ

うから、宮崎県の人材不足、人手不足もどちら

もありますので、しっかりと今後も―ことし

も８月時点で25名ですから、今年度で見ればか

なり伸びるのではないかと思います。非常に期

待しておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

○日高主査 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高主査 それでは、以上をもって商工政策

課、企業振興課、企業立地課の審査を終了いた

します。暫時休憩いたします。

午後３時29分休憩

午後３時31分再開

○日高主査 分科会を再開いたします。

委員にお諮りします。このまま行きますと説

明が30分ありますので、４時には終わらないと

思いますので、延長してやりたいと思いますが、

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高主査 それでは、これより、雇用労働政

策課、観光推進課、オールみやざき営業課の審

査を行います。

平成30年度の決算について各課の説明を求め

ます。なお、委員の質疑は３課の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○川端雇用労働政策課長 雇用労働政策課の平

成30年度決算につきまして御説明いたします。

決算特別委員会資料２ページをお開きくださ

い。

雇用労働政策課は、上から３段目の欄になり

ます。

当課の平成30年度一般会計の決算額は、予算

額11億5,411万4,000円、支出済額10億8,473

万4,886円、翌年度への繰越額はございません。

不用額6,937万9,114円、執行率は94.0％であり

ます。

次に、雇用労働政策課のインデックスのとこ

ろをお開きください。

資料の11ページになります。

（目）の不用額が100万円以上のもの、執行率

が90％未満のものについて御説明いたします。

まず、上から３段目の（目）労政総務費であ

ります。不用額は359万7,438円となっておりま

す。

主な理由でありますが、高校生の県内企業へ

の就職を促進する事業において、企業説明会等

における印刷物経費及び会場・バスの借上経費

について、節約などにより需用費、使用料等に

執行残が生じたことによるものであります。

次に、めくっていただきまして、13ページを

ごらんください。

中ほど、（目）の職業訓練校費であります。不

用額は6,428万2,464円で、執行率88.4％となっ

ております。

主な理由でありますが、離職者等の再就職を

促進するための委託訓練において、就職率に応

じて委託先へ支払う報奨金が見込みを下回った

ことなどにより、報償費に不用額が生じたこと、

また、訓練の受講者数が見込みを下回ったこと

により、委託料に不用額が生じたことなどによ

るものであります。

当課の決算につきましては、以上であります。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

主要施策の成果に関する報告書の雇用労働政
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策課のインデックスのところ、205ページをお開

きください。

まず、産業づくりの４の（１）産業を支える

人財の育成・確保であります。

主な事業について御説明いたします。

１段目の認定職業訓練助成事業費補助金であ

ります。

この事業では、中小企業の事業主等がその従

業員に対する職業訓練を行う認定職業訓練校の

運営費の一部を補助し、従業員のスキルアップ

を支援したところであります。

その下、技能向上対策であります。

この事業では、将来を担う若者などのものづ

くりへの関心を高めるため、小中学校や高校等

に技能士を派遣し、技能体験教室や技能講座を

行ったところであります。

また、産業を支える技能や技能士に対する県

民の理解を深めるため、技能まつりを開催した

ところであります。

次に、206ページをお開きください。

県立産業技術専門校であります。

西都市の本校において、高等学校卒業者以上

の方を対象に電気設備科など４学科で１、２年

生合わせて98人に対し、２年間の普通課程によ

る職業訓練を行ったところであります。

また、分校の高鍋校では、中学校卒業者以上

の方を対象に建築科など３学科22人に対し、１

年間の短期課程による職業訓練を行ったところ

であります。

そのほか、委託訓練につきましては、パソコ

ン事務等61の訓練コースを設け、離職者や母子

家庭の母等を対象として、合計889名の方に職業

訓練を実施し、県民の就職促進に努めたところ

であります。

また、29年度から繰り越して実施いたしまし

た、産業技術専門学校高鍋校の寄宿舎建てかえ

につきましては、平成30年８月に工事が完成し、

９月から使用を開始したところであります。

次に、208ページをお開きください。

（２）就業支援と職場環境整備であります。

２段目、若年者就職・定着サポートをごらん

ください。

この事業では、若年者の就職相談に対応する

ヤングＪＯＢサポートみやざきの運営により、

延べ4,198人が利用し、194人の方の就職決定に

つながったところであります。

また、若年無業者等を対象とした、みやざき

若者サポートステーションを国と共同で運営し、

社会性やコミュニケーション能力の不足により、

働くことに困難を抱える方々、延べ１万656人の

相談に対応し、117人の就職が決定したところで

あります。

次に、209ページをごらんください。

「知ろう 伝えよう 宮崎で働く魅力！高校

生県内就職促進」であります。

この事業では、地元企業等の魅力に直接触れ

る機会などを提供し、高校生の県内就職の向上

を図るため、就職支援員を県内３つのエリアに

４名配置し、県内企業と高校の橋渡しに取り組

むとともに、企業と高校の担当者によるワーク

ショップの開催や高校生がものづくり、ＩＣＴ

企業の現場を実際に体験するデュアルシステム

人材育成モデル事業を実施したところでありま

す。

また、高校２年生を対象とした企業ガイダン

スや高校１年生を対象とした県内への就職・進

学に向けた進路選択のための体験フェアの開催

を通して、多くの高校生に県内企業の魅力を発

信したところであります。

次に、210ページをお開きください。
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「宮崎で暮らす働く、県内就職促進」であり

ます。

この事業では県内外の若年者などを対象に、

県内への就職を促進するため、まず、宮崎ひな

た暮らしＵＩＪターンセンターを運営し、宮崎

での生活と仕事の一体的な相談対応を行うこと

などにより、105人の方の就職が決定したところ

であります。

また、大学生や短大生を対象としたインター

ンシップの実施や、東京、大阪、福岡、熊本で

のふるさと就職説明会などの開催に加えて、新

たに県外大学２校とＵＩＪターン就職支援協定

を締結し、県内就職に向けた協力体制を構築す

ることで、若者の県内への就職促進に取り組ん

だところであります。

最後に211ページをごらんください。

１段目、働きやすい職場環境づくり整備であ

ります。

この事業では、労働者等からの労働相談に対

応するとともに、仕事と家庭の両立により、働

きやすい職場づくりを推進するため、講演会の

開催やパンフレットの配布による啓発の実施、

仕事と家庭の両立応援宣言企業の登録推進や宣

言企業に対する働き方改革等に関する研修会の

開催により、企業における働きやすい職場づく

りを支援したところであります。

また、ワークライフバランスの実現に向けた

職場環境づくりを積極的に行っている企業や事

業所のうち、特に優れた取り組み成果が認めら

れる企業等を働きやすい職場「ひなたの極」と

して知事が認証する制度を創設し、企業の働き

やすい職場づくりをさらに加速させる取り組み

の評価と普及・啓発を図ったところであります。

主要施策の成果については、以上であります。

次に、監査における指摘事項等についてであ

りますが、当課につきましては、指摘事項とさ

れたものはございませんでした。

また、宮崎県歳入歳出決算審査意見書に関し

ましては、特に報告すべき事項はございません。

説明は以上であります。

○大衛観光推進課長 観光推進課の平成30年度

決算について説明いたします。

決算特別委員会資料、２ページをお開きくだ

さい。

当課は、一般会計と特別会計がございます。

まず、一般会計でございますが、上から５番

目、観光推進課の欄をごらんください。

予算額30億7,166万9,000円に対しまして、支

出済額は30億806万8,830円、翌年度への繰越額

が5,822万3,000円、不用額は537万7,170円、執

行率は97.9％、翌年度繰越額を含む執行率は99.8

％であります。

次に、特別会計でございます。

下のほうになりますが、下から３段目、観光

推進課の欄をごらんください。

こちらは、えびの高原スポーツレクリエーショ

ン施設特別会計と県営国民宿舎特別会計の合計

になりますが、予算額１億6,913万9,000円に対

しまして、支出済額は１億6,880万7,147円、不

用額は33万1,853円、執行率は99.8％であります。

続きまして、資料の16ページ、観光推進課の

インデックスのところをお開きください。

（目）の執行残が100万円以上のものについて

説明いたします。

上から３段目の（目）観光費でございますが、

翌年度繰越額を除いた不用額の合計は53 7

万7,170円となっております。

主なものとしましては、表の中ほどより少し

下、委託料の不用額が129万2,237円であります。

これは、観光情報サイトのリニューアルに係
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る業務委託の入札残や東京オリパラ等の事前合

宿・キャンプ誘致活動におけるキーパーソンへ

の委託料の執行残であります。

次に、その３つ下、負担金・補助及び交付金

であります。

不用額が238万9,162円となっておりますが、

これは、地方創生推進交付金を活用した事業の

補助対象事業費が減ったことや、市町村等が行

う観光地域づくりを支援する事業について、当

初の見込みよりも申請が少なかったことによる

補助金の残であります。

執行率が90％未満のものはございません。

歳出決算の説明は、以上でございます。

次に、資料変わりまして特別会計の歳入決算

について御説明いたします。

資料が変わりまして、お手元の平成30年度宮

崎県歳入歳出決算書、Ａ４横長のものでござい

ます。こちらをお開きください。

特別会計の５ページをお開きください。

平成30年度えびの高原スポーツレクリエー

ション施設特別会計でございます。

ページの上の表の中ほど、歳入合計の欄をご

らんください。

左から４列目、調定額154万4,651円、収入済

額は同額の154万4,651円となり、収入未済額は

ございません。

続きまして、ページが飛びまして、８ページ

をお開きください。

県営国民宿舎特別会計でございます。

上の表にあります歳入の表でございますが、

ページ中ほどにあります歳入合計の欄をごらん

ください。

調定額１億6,760万397円、収入済額は、同額

の１億6,760万397円となり、こちらも収入未済

額はございません。

特別会計の歳入決算につきましては、以上で

ございます。

次に、主要施策の成果について御説明をいた

します。

資料が変わりまして、お手元の平成30年度主

要施策の成果に関する報告書をごらんください。

観光推進課のインデックスのところ、215ペー

ジをお開きください。

産業づくりの３、活発な観光・交流による活

力ある社会の（１）観光の振興についてであり

ます。

まず、主な事業について説明をいたしますが、

一番上の『宮崎版ＤＭＯ』確立であります。

これは、日本版ＤＭＯの登録法人であります

公益財団法人宮崎県観光協会を中心に、持続可

能な観光地域づくりの基盤となる人材の育成を

初め、マーケティングや着地型旅行商品の企画

機能の強化等に取り組むものであります。

前年度に引き続き、観光みやざき創生塾を実

施したほか、旅行会社ＯＢの専門人材を中心に、

市町村と連携しながら地域資源を活用した体験

メニューづくりや着地型旅行商品の造成・販売

支援を行ったところであります。

次に、216ページをお開きください。

上から４つ目、東アジア等インバウンド推進

であります。

これは、本県と直行便のあります韓国・台湾

・香港を初めとした海外からの誘客を図ります

とともに、クルーズ船の誘致促進等を行うもの

であります。

マスメディアを活用した知名度向上対策や、

現地旅行会社等とのタイアップによるプロモー

ションを行った結果、訪日外国人の延べ宿泊者

数は前年度を上回る約32万6,000千人となりまし

た。
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クルーズ船につきましては、寄港地の競争激

化や短期日程の旅行商品が増加したこと等によ

りまして、前年度に比べ、寄港回数が大幅に減

少したところでございます。

続きまして、217ページをお開きください。

上から２つ目、改善事業、東京オリパラ等合

宿・大会誘致受入推進では、キーパーソンを活

用し、ターゲットとなる国や競技団体等へ向け

た誘致セールスを行ったほか、各国代表チーム

の視察受け入れ等を行い、本県の優れたキャン

プ環境をアピールいたしました。

また、合宿受け入れ施設のグレードアップと

して、サンマリンスタジアム宮崎に隣接する屋

内型ブルペンを設置をしたところでございます。

なお、県総合運動公園内に設置するウエート

トレーニング施設整備費としまして5,8 2 2

万3,000円を翌年度に繰り越ししたところであり

ます。

続きまして、その下、新規事業、「スポーツラ

ンドみやざき」を生かしたまちづくり推進であ

ります。

これは、スポーツランドみやざきの強みを生

かしたまちづくりを実現するため、キャンプ地

周辺への周遊観光を促進する取り組みやゴルフ

やサーフィンなどみずから楽しむスポーツによ

る観光振興の取り組みを推進するものでありま

す。

市町村等が行うプロ野球キャンプ観戦者の消

費拡大につながる取り組みに対して補助を行っ

たほか、ゴルフ・サーフィン等をテーマに本県

に就航している航空各社と連携した誘客プロモ

ーションなどを実施しました。

次に、221ページをお願いいたします。

（２）県境を越えた交流・連携の推進であり

ます。

一つ目の南九州広域観光ルート連絡協議会負

担金でございます。

これは、宮崎、鹿児島、熊本の３県が連携し

まして、教育旅行の誘致セールスを行ったほか、

香港でのレンタカードライブセミナーの開催や、

イギリスの旅行メディアを活用した情報発信を

行ったところでございます。

主要施策の成果に関する報告書の説明は、以

上でございます。

続きまして、監査における指摘事項について

御説明いたします。

決算特別委員会資料に戻っていただきまして、

一番最後の22ページをお開きください。

指摘項目の（２）契約事務につきまして指摘

事項がございました。

内容は、宮崎県庁見学ツアーに関する業務委

託について、契約手続及び概算払いがおくれて

いたとの御指摘であります。

これは、委託契約の事務処理において、相手

方への契約書の発送及び概算払いの期日を失念

していたものであり、進捗管理やチェック機能

が十分働いていれば未然に防げたものと深く反

省しております。

このため、適正な事務執行について改めて職

員へ周知するとともに、これまで活用してきた

進捗管理表の様式を見直し、詳細な状況が把握

できるような項目を追加して、チェック機能を

強化したところでございます。

今後、同じような事務処理の漏れがないよう、

担当間及び所属内でしっかりと取り組んでまい

りたいと考えております。

続きまして、資料が変わりまして、平成30年

度宮崎県歳入歳出決算審査意見書、Ａ４縦の資

料の42ページをお願いいたします。

（８）県営国民宿舎特別会計のページでござ
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います。一番下のほうになりますが、意見・留

意事項等についてであります。

県営国民宿舎は、平成18年度から指定管理者

制度を導入し運営を行っている。えびの高原荘

及び高千穂荘は、ともに前年度に引き続き損失

を計上した。

また、えびの高原荘は硫黄山及び新燃岳の噴

火に伴う影響で宿泊者数等が減少したことから、

国民宿舎負担金を減額した。

今後とも、利用者の確保や適正な管理運営等

について、指定管理者と十分連携を図りながら、

効率的かつ安定的な施設の管理運営を行うこと

が望まれるとの意見をいただいております。

平成30年度の国民宿舎の運営状況でございま

すが、えびの高原荘につきましては、平成30年

２月以降の硫黄山の火山活動の活発化やそれに

伴います主要道路の通行どめ等により、４月か

ら６月までの３カ月間の宿泊利用者数は、前年

同期比で比べますと約80％減の大幅な落ち込み

となりました。

これに対し、格安プランの打ち出しやＳＮＳ

等を活用したＰＲなど誘客強化を図ったところ

でございましたが、利用者が伸びず、通年でも

前年度比で約28％減となり、前年度を上回る損

失を計上したところでございます。

このため、指定管理者との間で定めておりま

す基本協定書に定める納付金の額を変更すべき

特別な事情に該当すると判断し、平成30年度の

納付金を減額したところでございます。

高千穂荘につきましては、高千穂町の観光地

としての知名度が上がり、観光客がふえている

こと等により、前年度に比べ宿泊者数はふえた

ものの、繁忙期の台風の到来や格安プラン利用

者が多かったことなどにより収益が伸びず、同

様に損失を計上しております。

県としましては、引き続き、指定管理者や周

辺自治体等と連携しながら、誘客の強化と効率

的かつ安定的な施設の管理・運営に努めてまい

りたいと考えております。

観光推進課からの説明は、以上でございます。

○高山オールみやざき営業課長 オールみやざ

き営業課の平成30年度の決算につきまして、御

説明いたします。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。

オールみやざき営業課は、上からの６番目の

欄でございます。

平成30年度の予算額は８億8,103万9,000円、

支出済額は８億3,179万8,400円、不用額は4,924

万600円、執行率は94.4％、翌年度繰越額を含む

執行率は94.4％であります。

次に、資料の19ページ、オールみやざき営業

課のインデックスのところをお願いいたします。

（目）の執行残が100万円以上のもの、執行率

が90％未満のものについて御説明いたします。

まず、上から３段目の（目）計画調査費であ

ります。

不用額が288万6,137円となっておりますが、

これは、旅費等の事務費や委託料に執行残が生

じたことなどによるものであります。

次に、20ページをごらんください。

上から６段目の（目）貿易振興費であります

が、不用額が106万1,503円となっております。

主なものは、県産品海外販路拡大推進事業の

補助金でありまして、県内企業が行う海外の販

路開拓活動に要する経費について、対象事業の

実績確定等に伴い執行残が生じたものでありま

す。

次に、同じページ、下から６段目の（目）物

産振興費であります。不用額が4,458万5,165円
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となっております。

これは、ふるさと宮崎応援寄附金拡大事業に

おいて、ふるさと納税寄附金が見込みよりも下

回ったため、返礼品発送業務等の委託料に執行

残が生じたことなどによるものであります。

次に、主要施策の成果に関する報告書につい

て御説明いたします。

報告書のオールみやざき営業課のインデック

スのところ、ページで申し上げますと、222ペー

ジをお開きください。

人づくりの１の（１）国際化への対応につい

てであります。

施策推進のための主な事業及び実績の表をご

らんください。

まず、外国青年招致であります。

これは、イギリス、シンガポール、韓国から

各１名の国際交流員を当課に招致しまして、県

民との各種交流活動や通訳・翻訳等の業務を実

施したところであります。

続きまして、223ページをごらんください。

一番上の多文化共生地域づくり推進でありま

す。

これは、地域住民と外国人住民とがともに地

域社会の一員として協力し合う多文化共生社会

づくりを進めるため、公益財団法人宮崎県国際

交流協会に委託し、普及啓発事業として広報誌

等による情報提供のほか、外国人住民支援事業

として、日本語講座や防災講座等を実施したと

ころであります。

次に、外国人留学生等就職促進では、外国人

留学生等を対象とした企業就職セミナーや企業

訪問バスツアー等の実施などを県国際交流協会

に委託し、外国人留学生等の県内企業等への就

職促進に取り組んだところであります。

次に、224ページをお開きください。

表の２番目、改善事業、少年少女国際交流で

あります。

これは、本県と韓国及び香港の小・中・高生

との交流等を通じて、お互いの伝統・文化など

の理解を促進するとともに、国際感覚豊かな人

づくりの推進に取り組んだところであります。

次に、新規事業、2018桃園農業博覧会出展で

あります。

これは、本県と友好交流協定を締結している

台湾桃園市が主催する2018桃園農業博覧会に本

県ブースを出展し、県産品や観光のＰＲを行っ

たところであります。

続きまして、225ページをごらんください。

世界との絆、国際協力推進であります。

これは、インドネシア及びモンゴルから海外

技術研修員を受け入れ、専門技術に係る研修の

機会を提供するとともに、研修員と県民との交

流を通じ、県民の国際理解の増進を図ったとこ

ろであります。

次に、227ページをお開きください。

産業づくりの２の（２）商業・サービス業の

振興についてであります。

まず、表の一番下、グローバルネットワーク

拡充であります。

これは、海外交流駐在員を上海及び香港に、

また、台湾に貿易アドバイザーを設置して、貿

易・投資等に関する情報収集や本県企業の海外

活動の支援、本県の観光誘客の促進などに努め

たところであります。

次に、228ページをお開きください。

表の２番目、県産品海外販路拡大推進では、

宮崎県物産貿易振興センターやジェトロ宮崎貿

易情報センター等との連携により、県内企業の

海外における販路開拓活動を支援するとともに、

海外食品見本市への出展や、フェアの開催等を
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実施し、企業の海外展開や県産品の輸出拡大を

図ったところであります。

次に、県産品販路拡大・販売促進では、県物

産貿易振興センターに委託して、首都圏等で行

われる大規模商談会への参加や物産展の開催、

新宿みやざき館やみやざき物産館のアンテナ

ショップを活用した展示・販売等を通じて、県

産品のさらなる認知度向上や販路拡大を図った

ところであります。

続きまして、229ページをごらんください。

表の一番上、新規事業、首都圏情報発信拠点

機能強化であります。

これは、昨年４月にリニューアルしました新

宿みやざき館ＫＯＮＮＥにおいて、県内の自治

体や団体等と連携したイベントやフェアを開催

し、食を初めとした本県の魅力の発信を図った

ほか、出荷量日本一の焼酎のさらなる需要拡大

や認知度向上を図るため、焼酎ノンジョルノ宮

崎などの消費拡大イベントの開催や、首都圏で

の焼酎フェアの展開に取り組んだところであり

ます。

次に、首都圏情報発信拠点整備・機能強化で

あります。

これは、平成29年度からの繰越事業でありま

して、新宿みやざき館ＫＯＮＮＥのリニューア

ルに伴う改修工事や、リニューアルオープンの

際のイベント等を行ったものであります。

続きまして、231ページをお開きください。

３の（１）観光の振興についてであります。

まず、「オールみやざき」発信であります。

これは、本県のシンボルキャラクターみやざ

き犬を活用したＰＲ活動のほか、みやざき大使

やみやざき応援隊に対し、口コミによる情報発

信を促すため、県産品や観光地等の情報提供を

実施し、本県の魅力や旬の情報を全国に向け発

信したところであります。

最後に、ひなたブランド確立・波及展開であ

ります。

本県の認知度・魅力度の向上を図るため、日

本のひなた宮崎県プロモーションの一環として、

企業とのコラボレーションによる神話の源流を

テーマにした高精細な８Ｋ動画の製作など、発

信力の高い企画・話題づくりに取り組んだとこ

ろであります。

また、新聞広告やウエブメディアへの積極的

な情報提供、首都圏でのＰＲイベントなどにも

取り組んだところであります。

主要施策につきましては以上であります。

なお、監査委員の決算審査意見書及び監査結

果報告書に関しましては、特に報告すべき事項

はございません。

オールみやざき営業課からの説明は以上でご

ざいます。

○日高主査 説明が終了いたしました。質疑は

ございませんか。

○窪薗委員 報告書の224ページですが、韓国と

の交流では、少年少女国際交流がありますが、

今現在どういう状況なんでしょうか。

○高山オールみやざき営業課長 韓国との交流

事業でございます。

県におきましては、平成20年度から「アニョ

ンハセヨ！少年少女国際交流事業」ということ

で取り組んでおりまして、長年にわたる実績が

ございます。

県内におきましても、県以外におきまして、

市町村、それから民間団体、さまざまな交流が

ございます。特に本年度は日韓関係の悪化といっ

た状況がありまして、現在、我々で把握してい

るところを申し上げますと、綾町で実施され、

計画されていました、子供たちの交流事業につ
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きましては、先方からの申し入れによりまして、

今年度は中止になったと伺っておりますけれど

も、ほかの市町村、団体におきます交流活動に

つきましては、今のところ予定どおり実施され

る、もしくは実施された聞いております。

○窪薗委員 日韓関係が難しくなっているとい

うことですが、いろんなニュース等を見ていま

すと、旅行もそうですが、いろいろキャンセル

があったりしました。今後ですけれども、なか

なか厳しいものがあるかなと思っているところ

でございます。

そこで、韓国に限らず、ほかの国、例えば東

南アジアとか、そういったところとのこういう

計画はないものなんでしょうか。

回復すれば、またよくなるとは思うんですけ

れども、なかなか今の現状では厳しいかなと思っ

ていますが、新たな開拓というのはないですか。

○高山オールみやざき営業課長 まず、日韓の

交流活動につきましては、現在の状況の推移を

見守るというところでございまして、今後、事

態が好転すれば、引き続きまたやっていきたい。

いずれにしろ、こういう子供たちが交流する

事業を行う場合には、子供たちの安全性が確保

できるかどうかといった観点が必要でございま

すので、引き続きそこは検討してまいりたいと

思っています。

それから、ほかの地域、国との関係でござい

ます。

この資料にもございますように、特に台湾と

の交流事業につきましては、重点的に取り組ん

でいるところでございまして、本年度も新規事

業ということで、台湾の高校生との交流事業と

いったものも始めております。

それから、この資料の中にも出てまいります

けれども、昨年度、香港の少年少女との交流事

業も始めておりますが、香港のデモによる影響

で子供たちの安全性が確保できないということ

で、─昨年度は実施しましたけれども、本年

度は香港からの子供たちの受け入れは実施しま

したけれども、宮崎の子供たちを香港に送るこ

とについては中止にしております。

いずれにいたしましても、海外との交流につ

きましては、海外との交流を促進するという観

点もありますし、また、子供たちの国際感覚豊

かな部分というか、そういう人づくりにも役立

つと思っておりますので、今後とも積極的に進

めてまいりたいと考えております。

○山下委員 これは、30年度の事業成果に該当

するかどうかわかりませんが、今韓国との連携

の話が出ておりましたから、ちょっと触れさせ

ていただきたいんですけれども、皆さん方は、

韓国との交流でも実績を伸ばしていきたいとい

うのがあると思うんですが、今、韓国でアフリ

カ豚コレラが、もう11例出ております。これが、

もし日本に入ってくることがあれば、もう効き

目のあるワクチンがありませんから、多分日本

の養豚業界もとめることができないと思うんで

す。

今、関東、関西で出ているワクチンはあるん

ですけれど、アフリカ豚コレラは、もう全然あ

りませんから、あなた方がどれだけ問題認識を

持っているのか。やっぱり冬場になると、韓国

からゴルフ客やらが来ます。今は少なくても、

多分、ゴルフ場も韓国資本が大分宮崎にも入っ

ていますから、かなりの人たちが来るなと。だ

から、水際防疫とか、その辺はしっかりと農政

サイドといろいろ取り組んでいかないと、もう

取り返しがつかないことになりますので。皆さ

ん方は一番の窓口になりますから。畜産業界の

人たちは、今、韓国と国際関係でぎくしゃくし
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て、観光客が来ないことは、むしろ喜んでいる

人たちがおられるんです。

だから、私は、やっぱり沈静化するまで待つ

とか、ある程度は、韓国とそこ辺も自粛するよ

うな気持ちはないのかなということを、ちょっ

と心配するもんですから、そういうものの見通

しは何かないですか。観光経済交流局長。

○酒匂観光経済交流局長 山下委員がおっしゃ

るとおりでございます。

私どもも、今回、中国周辺で発生しておりま

したアフリカ豚コレラが韓国にまで及んで来て、

委員がおっしゃったとおり、かなりの数、特に

最近発生が続いていると認識しております。

そのため、直近ではちょうど観光事業者の会

議がございましたので、その場で家畜防疫対策

課からも来ていただきまして、啓発の説明もし

ていただきました。

また、私どもとしましても、ホテル、旅館の

事業者、あるいはゴルフ場の運営事業者に対し

まして通知文を発送いたしまして、注意いただ

くようお願いしております。

委員がおっしゃいましたとおり、今回、ワク

チンもございませんし、通常の消毒だけではな

くて、加工肉類の持ち込み等によっても影響が

発生する可能性があるということを我々も十分

承知しておりますので、もちろん持ち込ませな

いということがございますし、もし、持ち込ん

だ場合に、実際に農家の方たちが餌として使用

しているものに決して回されることのないよう

に、確実に廃棄されるような取り扱いをしてい

ただきたいということを含めて、お願いをして

いるところでございます。

委員おっしゃいましたとおり、農政水産部と

も十分連携しながらしっかりと対応をとってま

いりたいと考えております。

○山下委員 世界の豚の頭数の約半数が中国に

いるというんです。そこの半分の豚がもう死ん

だというわけですから、いかに感染力が強いか

です。もうそれがベトナムにも来ているわけで

すから、今、いろいろ実習生やら国際交流でグ

ローバル化している中で、今、触れていただき

ましたが、本県は畜産県ですから、肉製品の持

ち込み禁止とか、やっぱりその辺も現実に問題

意識を持って、皆さん方が防疫体制のあり方、

その辺もしっかりとやっていただくとありがた

いなと思っていますので、よろしくお願いいた

します。

○前屋敷委員 報告書の205ページで、雇用労働

政策課にお伺いしたいんですが、この表の上の

ほうの段で、認定職業訓練校の運営費というこ

とで、ここに11団体とありますが、これは県内

に訓練校が11団体あるということなんですか。

○川端雇用労働政策課長 こちらの11校につき

ましては、各地区で職業訓練協会、宮崎市で職

業訓練校を運営している宮崎職業訓練協会です

とか、延岡の職業訓練協会、日向地区の職業訓

練協会ということで、今回、11団体の中に６校、

そういった各地区の職業訓練団体が入っており

ます。主には、建設業関係、木造建築ですとか、

塗装関係の訓練を実施しております。

そのほか美容関係の訓練法人が２団体、あと、

土木関係の団体、産業開発青年隊をやっていま

すところの建設技術センターで産業開発青年協

会という法人があるんですけれども、そこがや

る訓練ですとか、管工事組合がやる訓練とか、

土木関係が３団体ございます。訓練法人が６、

美容関係が２、土木関係が３で、11となってお

ります。全て県内の団体になります。

○前屋敷委員 さまざまな職種の団体なわけで

すね。
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○川端雇用労働政策課長 こちらは、在職者の

訓練になりますので、それぞれの事業所さんに

入職された若手の方を、こういう学校に集めて

訓練をしていくことになりますので、それぞれ

の業界ごとにつくられている学校ということに

なります。

○前屋敷委員 この団体の数ですが、昨年は13

団体あったということですけれど、なくなった

団体があるわけですか。

○川端雇用労働政策課長 一応、認定訓練を実

施する団体としましては、21団体ありますが、

４団体が休止届を出していまして、実際には17

団体あることになっております。その17団体の

うちの11校が、生徒が集まって訓練を実施した

ということになります。

残りの６つの団体については、休止届を出し

ていないか、生徒が集まらなくて訓練ができな

かったというような形になっております。

○前屋敷委員 合わせて、大体何名ぐらいがこ

の訓練校で技術を学ばれていますか。

○川端雇用労働政策課長 207ページの指標のと

ころで、認定職業訓練生数ということで、普通

短期課程は、平成30年が542人となっております。

これは、普通課程と短期課程がございまして、

普通課程は２年、３年の長期間にわたる訓練を

実施するんですが、そちらが76名です。短期課

程、２週間以上の指定の訓練を受講された方

が466名、合計で542名になっております。

○前屋敷委員 あわせて、この表の下から３つ

目で技能まつりをされているんですけれど、28

年度までは一定の人数があるんですが、29年度

は極端に減って、また30年度が１万6,000人とか

なりの来場者のようなんですけれど、若干中身

が変わったんですか。

○川端雇用労働政策課長 こちらの会場は、主

にイオン宮崎のショッピングセンターでやらせ

ていただいているんですけれども、29年度だけ、

イオンの会場がとれなくて、宮交シティでやっ

ておりまして、その年だけ、ちょっとお客さん

の数が少なかったということになっております。

○田口委員 県立産業技術専門校について何点

かお聞きします。

施策の成果等の中で「人手不足が深刻化する

中、訓練生の確保が大きな課題となる」と書い

てございますが、まず中身を教えてほしいんで

すけれど、多分、本校は４科が定員20名ずつで80

名になるかと思うんですが、その左側の206ペー

ジの表では、普通課程４科98人となっています。

これは１年と２年の生徒を合わせた数なんで

しょうか。

○金子県立産業技術専門校長 定員ですけれど

も、４科で１学年80人おります。２学年で160。

実は、28年度、29年度は過去最低の入校者で52

名ずつでございました。そのうち、30年度の２

年生は52人のうち６人が進路変更で退校いたし

まして46人、１年生が52人で合計して98人となっ

ております。

私どもの学校は、就職率はほぼ100％でござい

ますので、出口は確かなんですけれど、入り口

の入校生対策ということで、今、力を入れて取

り組んでいるところでございまして、31年度に

つきましては若干回復いたしまして、68人になっ

たところでございます。それでもまだ定員の８

割ですので、また今年度も一所懸命取り組んで

いるところでございます。

○田口委員 ちなみに、その施策の成果のとこ

ろの４番目のところに、本校・高鍋校を合わせ

て、30年度に61名の修了生を送り出したと書い

てますが、本校と高鍋校の内訳を別々に教えて

いただけますか。61名の内訳といいますか、本
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校が何名だったのか。

○金子県立産業技術専門校長 本校は46名、高

鍋校が15名、合計で61名でございます。

○田口委員 そうすると、ちょっと理解を深め

るために教えてほしいんですが、多分、ほとん

どその46名だと思うんですが、平成30年度の技

能検定の合格者数896というのが出ております。

間違っているかもしれませんが、この46名が896

の資格を取ったということでいいんでしょうか。

○川端雇用労働政策課長 この技能検定の合格

者数896名というのは、205ページの技能向上対

策に関連する指標でございまして、いわゆる技

能検定という試験の合格者数になります。

専門校の資格ではなくて、一般に技能士とい

われる技能職の方が受験された国家資格の合格

状況になります。

○田口委員 わかりました。

ちなみに、46名の卒業生は、資格を幾つほど

取ったかわかりますか。

○金子県立産業技術専門校長 大体平均しまし

て11ぐらい取ってございます。

○田口委員 最後になりますけれども、就職率

は非常にいいですし、今、人材不足、人手不足

でもありますので、やっぱり定員を何とか満た

して、県内にいい人材を送り出していただきた

いと思いますので、御健闘よろしくお願いいた

します。

○金子県立産業技術専門校長 ありがとうござ

います。

まさに私どもの一丁目一番地の課題は、入校

生の確保でございます。過去の統計を見ますと、

大体、７対３で県内に就職してございます。特

に、この30年度の修了生は８割が県内に残って

くれました。

特に、今、建設関連産業は、人手不足に悩ん

でおりまして、業界の皆様からは１人でも多く、

とにかく生徒を出してくれと、送り込んでくれ

という強い御期待もあるところでございますの

で、それを十分踏まえつつ、本校の置かれてい

る厳しい状況としましては、平成15年に開校し

たときが約１万4,000人、高校の卒業生いたんで

すが、今、もう１万人を割っているような状況

もあります。一方では、やはり好況ということ

で就職状況がよくて、もう進学せずにそのまま

就職という形に流れていくこともあるので、大

変厳しい環境にありますけれども、やっぱりも

のづくり産業を、県内にしっかり残していく、

さらには若者をしっかり県内に定着させる。そ

ういった意味では、私どもも一定の役割をしっ

かりと果たしていきたいと思いますので、これ

からも全職員を挙げまして入校生確保に取り組

んでまいりたいと思います。

○田口委員 ありがとうございました。

次に、オールみやざき営業課の230ページ、海

外交流駐在員利用件数で、そこの香港のところ

がちょっと気になるんですが、日本の農産物の

輸出等は香港が一番多いわけですけれども、28

年度の4,350から29年度に3,000台になって、平

成30年度はもう3,000の下のほうに来ています。

今、香港があのような状況ですから、ことしは

非常に心配になります。減ってきている要因は

何なんでしょうか。

○高山オールみやざき営業課長 香港事務所の

駐在員利用件数でございますが、この利用件数

につきましては、県内からのアテンド対応件数、

それから、現地、香港からのいろんな業務の依

頼への対応状況、それから、県内企業からの情

報収集とか販路開拓の依頼件数とか、この中に

はいろんなものが入っております。

29年度から30年度にかけて減少した理由とい
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たしましては、県内企業からの調査、連絡調整

の依頼が少し減少したことによるものでござい

ます。

○田口委員 今、宮崎経済連も香港にまだ窓口

がありますよね。

農産物関係はそちらのほうでの相談が多く

なっているわけではないんですか。

○高山オールみやざき営業課長 経済連の香港

事務所もございます。県の事務所もございまし

て、それぞれ連携しながら、いろんな県内企業

の販路開拓、それから、香港から宮崎県への観

光客の誘致、いろんな業務を行っております。

30年度と29年度を比較しましたときに、大き

な展示会の関係とか香港の中でどれだけイベン

トとか展示会に出展企業があるとかそういった

のもございまして、トータルでは少し減ったと

ころではございますけれども、いずれにしても

宮崎からの農産物、食品の輸出は香港が１番に

なっています。

それから、香港から宮崎県への観光誘客につ

きましても、香港は10位になっておりますので、

いずれにいたしましても、県内企業のニーズが

非常に高いところがございますし、ある程度県

内企業においても、香港との関係ができたとこ

ろはひとり立ちというか、みずからされる部分

もございますので、そういった県内企業の取り

組みの差というか、発展段階の差もございまし

て、数字ではこのような形になっておりますが、

いずれにしてもニーズは高いと考えております。

○田口委員 わかりました。どちらにしても、

香港は、今、先ほど言いましたようにデモ活動

が大変厳しい状況で、今後、行き先もどうなる

かわからないような状況ですので、また引き続

きしっかりとやっていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

○外山委員 211ページの雇用労働政策課の部分

ですが、この働きやすい職場環境づくり整備と

いうのがあります。これが、予算額が約４倍に

ふえるようなんですけれども、主な実績内容等

がございますが、どういうところに、今後、力

を入れて重点的にやっていかれるんですか。こ

の働きやすい職場環境づくりは、何を整備され

るんでしょうか、例えば。

○川端雇用労働政策課長 令和元年度の予算額

が大幅に伸びている部分につきましては、６月

補正のところで、女性・高齢者就業促進事業と

いうことで、内閣府からの新規の推進交付金を

いただきまして、働き方改革を進めていくとい

う事業を展開することにしております。その部

分で予算額が大幅にふえたところでございます。

○外山委員 その働き方改革というのは非常に

難しいです。いつも言うんですけれども、果た

してこの地方の全ての小さい零細、中小企業に

沿うかどうか非常に疑問もあるところなんです

けれども、わかりました。

もう１点、215ページですが、魅力ある観光地

づくりで、観光地づくりというのは非常に重要

だと思うんですけれども、予算が減っている状

況ですが、これはどういう理由ですか。

○大衛観光推進課長 魅力ある観光地づくり推

進支援の令和元年度の予算としては、900万円余

となっております。

これは、実は、ことし「稼ぐ観光地域づくり

事業」という新たな取り組みを始めておりまし

て、この財源をこちらのほうに移しております。

いずれにしましても市町村、地域の取り組みを

支援するものでございまして、そういう新たな

視点からの補助制度を設けている結果、魅力あ

る観光地推進としては予算が減っているんです

けれども、市町村に対する支援としては、トー
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タルでは維持している状況でございます。

○坂本副主査 209ページの高校生県内就職促進

について、細かい質問を一つさせてください。

企業ガイダンスが高校２年生対象の開催、そ

れから、就職・進学の県内進路選択促進フェア

が、高校１年生が対象となっておりますけれど

も、これは、県内の県立、それから私学、全て

含めての参加ということでよろしかったでしょ

うか。

○川端雇用労働政策課長 県立も私学も一緒に

対象にしております。

○坂本副主査 これは、実業系も、普通科も全

部含めて実施されたんでしょうか。

○川端雇用労働政策課長 どちらも対象ではあ

りますけれども、どうしても普通科高校につい

ては参加がないというケースがございます。

例えば高校２年生のガイダンスでは、３地区

で36校の参加になっているんですけれども、や

はり、普通科の進学校につきましては、御参加

いただいていないです。もちろん、お声かけは

しているんですけれども、参加がないというよ

うなケースがございます。

○坂本副主査 これは、ぜひ、教育委員会とも

連携をとっていただいて、普通科の生徒さんに

もやっぱり触れる機会をつくっていただけると

いいのかなというのが私の提言でございます。

というのは、やはり高校を卒業して、４年後な

いし２年後には進路選択を迫られている。それ

は、どの大学に行っても、専門学校に行っても

そうだと思うんです。

宮崎を一旦離れて県外に行ってしまうと、県

内企業の情報に触れる機会は、多分、県内にい

るよりももっと少なくなってきます。これは、

私自身もそうでしたし、うちの子供たちもそう

だったんですけれども、宮崎に帰ってくるのが

なかなか具体的に描けないという、やっぱり実

情があると思います。普通科の先生たちは、やっ

ぱり県外への受験を第一に考えておられるので、

なかなかそういうところに目が向かないのでは

ないかなと思うんですけれども、これは、将来、

県内へのＵＩＪターンも含めて、やっぱり進め

ていくべきことではないかなと思うものですか

ら、ぜひ、御検討いただければと思います。

○川端雇用労働政策課長 非常によいお話を伺

いました。実は、この事業は、教育委員会とは

みっちり連携しながら進めさせていただいてい

るんですけれども、確かに普通科の生徒さんは、

学校のほうもそうですし、保護者もそうだと思

うんですが、どうしても受験のほうに目が向い

て、県内企業を意識してもらう機会がないんで

す。

先日の常任委員会の中でもありましたが、企

業との接点を持たせることが県内企業へ就職す

る大事な要素であると考えておりますので、そ

ういった接点をどうやって持たせるかについて、

我々も研究して取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○日高主査 ほか、よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高主査 それでは、以上をもって雇用労働

政策課、観光推進課、オールみやざき営業課の

審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後４時32分休憩

午後４時33分再開

○日高主査 分科会を再開いたします。

説明及び質疑が全て終了しましたので、総括

質疑に移ります。

商工観光労働部の決算全般について何か質問
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はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高主査 それでは私から一つだけ指摘した

いと思います。

観光推進課のスポーツランドになるかなと思

うんですけれど、サーフィンの世界大会があっ

て、もう大盛況だということで、本当によかっ

たなと心から喜んでおります。

職員が張りついて、かなり一生懸命やられた

んです。もう本当、真っ黒になりながらやって

いた。そういったことで成功して、その尽力に

は本当に頭が下がるところでございます。

しかしながら、このままの体制で行きますと、

大きなイベント、いろんなことがありましたら、

もう、なかなか対応が厳しいだろうと。だから、

そういった観光推進の部分については、イベン

トをやる部分と、そういった営業とか戦略を練

る部分で、やっぱりしっかりと住み分けするべ

きだということを、私、今回、強く感じました

ので、その辺は、また部長を中心にいろいろと

考えていただければと思います。

○井手商工観光労働部長 今回、大きなイベン

トを久しぶりにやりまして、職員の負担を私も

現場で見てまいりました。

どういう体制で行かなければならないのかも

含めながら、総務部等とも議論しながら、組織

の充実を図ってまいりたいと考えております。

○日高主査 それでは、以上をもって商工観光

労働部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後４時35分休憩

午後４時49分再開

○日高主査 分科会を再開いたします。

それでは、明日４日の分科会は午前10時に再

開し、県土整備部の審査を行うことといたしま

す。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高主査 それでは、以上をもって本日の分

科会を終了いたします。

委員の皆様、お疲れさまでした。

午後４時50分散会
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午前９時58分再開

出席委員（８人）

主 査 日 高 博 之

副 主 査 坂 本 康 郎

委 員 中 野 一 則

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 窪 薗 辰 也

委 員 田 口 雄 二

委 員 前屋敷 恵 美

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県土整備部

県 土 整 備 部 長 瀬戸長 秀 美

県土整備部次長
重黒木 清

（ 総 括 ）

県土整備部次長
蓑 方 公

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
明 利 浩 久

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 中 尾 吉 宏

管 理 課 長 斎 藤 孝 二

用 地 対 策 課 長 鎌 田 紀美朗

技 術 企 画 課 長 石 井 剛

工 事 検 査 課 長 川 野 福 一

道 路 建 設 課 長 矢 野 康 二

道 路 保 全 課 長 森 英 彦

河 川 課 長 高 橋 健一郎

ダ ム 対 策 監 井 野 隆 博

砂 防 課 長 原 口 耕 治

港 湾 課 長 江 藤 彰 泰

空 港 ・ ポ ー ト
否 笠 友 紀

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 甲 斐 隆 彦

美しい宮崎づくり推進室長 平 部 隆 典

建 築 住 宅 課 長 志 賀 孝 守

営 繕 課 長 後 藤 和 生

設 備 室 長 日 髙 誠

高速道対策局次長 多 田 昌 志

事務局職員出席者

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議事課主任主事 石 山 敬 祐

○日高主査 分科会を再開いたします。

それでは、県土整備部の審査を行います。

まず、部長より、平成30年度決算の概要につ

いて説明をお願いいたします。

○瀬戸長県土整備部長 県土整備部でございま

す。

当分科会で御審議いただきます平成30年度決

算の認定について、その概要を御説明いたしま

す。座って説明させていただきます。

提出しております決算特別委員会資料の１ペ

ージをお開きください。

初めに、主要施策の成果につきまして、宮崎

県総合計画の分野別施策体系表により御説明い

たします。表は、左から、分野、将来像、施策

の柱となっております。

まず、１つ目の分野、くらしづくりについて

であります。

右の将来像の一番上の自然と共生した環境に

やさしい社会では、建設工事のリサイクルの促

進により、低炭素・循環型社会への転換を図り

ますとともに、県民との協働による河川・海岸

令和元年10月４日(金)
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の環境保全活動を推進し、良好な自然環境・生

活環境の保全に取り組んだところであります。

将来像の２段目の安心して生活できる社会で

は、市町村や県民との連携による美しい宮崎づ

くりを推進するため、景観計画の策定や景観形

成活動へ支援を行うとともに、沿道修景美化の

推進や都市公園等の整備による良好な景観と調

和した地域づくりを進め、快適で人にやさしい

生活・空間づくりに取り組みますとともに、街

路整備などにより、まちづくりと一体となった

道路整備を進め、地域の交通の確保に努めたと

ころであります。

さらに、将来像の３段目の安全な暮らしが確

保される社会では、緊急輸送道路の防災対策や

河川の改修、急傾斜地の崩壊対策など、風水害

等の自然災害を未然に防止・軽減するための対

策を実施しまして、安全で安心な県土づくりに

取り組みますとともに、通学路など、歩道の整

備や区画線・ガードレールの設置など、交通安

全対策の推進にも努めたところであります。

次に、分野の２つ目、産業づくりについてで

あります。

右の将来像、経済・交流を支える基盤が整っ

た社会では、建設産業の魅力を積極的に発信す

るため、学生を対象とした出前講座、現場見学

会の実施やインターンシップ等への支援により、

産業を支える人財の育成・確保を図るとともに、

平成30年11月に開通しました国道218号高千穂日

之影道路の雲海橋から日之影深角間など、高規

格幹線道路の整備促進や地域高規格道路及びス

マートインターチェンジの整備、また、重要港

湾の整備等を進め、交通・物流ネットワークの

整備・充実に取り組んだところであります。

次に、平成30年度決算の状況について御説明

いたします。

お手元の一枚紙の別紙資料、平成30年度県土

整備部決算概要をごらんください。

まず、一般会計についてであります。

予算額は1,002億1,611万5,677円で、これに対

する執行状況は、支出済額が683億4,492万5,000

円、翌年度への繰越額が301億5,416万1,888円、

不用額が17億1,702万9,489円であります。執行

率は68.2％で、翌年度への繰越額を含めます

と98.3％となります。

なお、翌年度への繰り越しの主な理由としま

しては、関係機関との調整等に日時を要したこ

とや、国の補正予算の関係等により工期が不足

したことによるものであります。

次に、特別会計について御説明いたします。

まず、公共用地取得事業特別会計であります

が、予算額は５億4,280万9,861円で、これに対

する執行状況は、支出済額が４億4,250万7,100

円、翌年度への繰越額が１億20万2,455円、不用

額が10万306円であります。執行率は81.5％で、

翌年度への繰越額を含めますと99.9％となりま

す。

なお、翌年度への繰り越しの主な理由は、用

地交渉等に日時を要したことによるものであり

ます。

次に、港湾整備事業特別会計でありますが、

予算額は12億2,909万1,000円で、これに対する

執行状況は、支出済額が10億9,598万7,524円、

翌年度への繰越額が１億2,822万1,000円、不用

額が488万2,476円であります。執行率は89.2％

で、翌年度への繰越額を含めますと99.6％とな

ります。

なお、翌年度への繰り越しの主な理由は、関

係機関との調整等に日時を要したことによるも

のであります。

裏面をごらんください。
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次に、監査における指摘事項についてであり

ます。

こちらに平成30年度監査の県土整備部に対す

る指摘状況をまとめておりますが、指摘事項が

４件、注意事項が15件、合計19件の指摘を受け

ております。

このうち、指摘事項４件につきましては、改

善状況とあわせまして、後ほど関係課長から説

明いたします。

以上、平成30年度の決算状況等について御説

明いたしましたが、決算の詳細につきましては、

それぞれ関係課長等から説明いたします。御審

議のほどよろしくお願いいたします。

私からの説明は以上でございます。

○日高主査 部長の概要説明が終了いたしまし

た。

これより、管理課、用地対策課、技術企画課、

道路建設課、道路保全課、高速道対策局の審査

を行います。

平成30年度の決算について、各課の説明を求

めます。なお、委員の質疑は６課の説明が全て

終了した後にお願いいたします。

○斎藤管理課長 それでは、まず、県土整備部

予算に関する資料について御説明いたします。

決算特別委員会資料の２ページをごらんくださ

い。

平成30年度歳出決算事項別明細総括表であり

ますが、この表は、決算の内容を課別に整理し

たものでございます。

次に、３ページをお開きください。

この表は、款項目別に整理したものでござい

ます。説明は省略させていただきますので、後

ほどごらんください。

それでは、管理課の決算について御説明いた

します。８ページをお開きください。

表の一番下の段、管理課の計でありますが、

平成30年度の決算額は、予算額19億1,253万8,000

円に対しまして、支出済額17億6,063万9,921円、

不用額１億5,189万8,079円でございます。執行

率は92.1％となっております。

次に、目の執行率が90％未満のものはありま

せんので、執行残が100万円以上について御説明

いたします。

７ページの表の上から３段目の（目）土木総

務費でございます。不用額が１億4,395万3,561

円となっておりますが、不用額の主なものとい

たしましては、職員の給料、職員手当等の人件

費で、これは、職員費で支出を予定していた人

件費を補助公共事務費の支出に振りかえたこと

によるものでございます。

次に、８ページの中ほどの（目）建設業指導

監督費でありますが、不用額が794万4,518円と

なっております。不用額の主なものといたしま

しては、みやざきの建設産業担い手育成支援強

化事業の委託料で執行残が生じたものであり、

ほかには、建設産業経営基盤強化等支援事業補

助金において、負担金・補助及び交付金で執行

残が生じたものでございます。

決算については以上であります。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

主要施策の成果に関する報告書の管理課のイ

ンデックス、299ページをお開きください。

上から３行目、（１）の安全で安心な県土づく

りに係る事業であります。

施策推進のための主な事業及び実績の表をご

らんください。

建設業指導であります。主な実績内容等であ

りますが、まず、建設業法に基づく建設業許可

で新規、更新等合わせて730件、経営事項審査
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で2,334件の審査を実施いたしました。

また、県内各地で建設業法に関する研修会も

開催しております。

次に、経営相談では、延べ86件の相談に応じ

たほか、新分野進出に取り組む建設業者に対し

て３件の補助を行ったところであります。そし

て、建設事業協同組合等が行う融資への原資に

対する貸付のほか、若年技術者等への資格取得

支援、これは、資格試験の受験料などを補助す

るもので、198件の助成を行うとともに、若年入

職者の職場実習等に取り組む建設業者に支援を

行った結果、14人の確保、定着が図られたとこ

ろであります。

次に、表の下、施策の成果等でありますが、

安全で安心な県土づくりに重要な役割を果たし

ている建設業者に対し、先ほど説明いたしまし

た支援等を通じまして、法令遵守の啓発や経営

基盤の強化を図ったところであります。また、

将来の建設業を担う若年技術者の育成を図るた

めに、資格取得や確保・定着化の支援も行って

まいりました。

次に、監査結果報告についてであります。

委員会資料にお戻りいただきまして、５ペー

ジをお開きください。

１、収入事務についてであります。

指摘事項の１つ目、宮崎土木事務所に対する

道路法に基づく特殊車両通行許可申請手数料に

ついてでありますが、証紙に消印のないものが

散見されたとの指摘であり、本来であれば、申

請受付時に消印すべきところでありましたが、

一部に消印の漏れがあったものであります。こ

のため、申請書受付後、直ちに消印を押印する

よう徹底するとともに、複数の職員で確認を行

うなど、所属内でのチェック体制の強化を図っ

たところでございます。

最後に、監査委員の決算審査意見書につきま

しては、特に報告すべき事項はございません。

管理課の説明につきましては以上であります。

○鎌田用地対策課長 用地対策課でございます。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の９ページをお開きください。

当課の予算は、一般会計と特別会計がござい

ますが、まず、一般会計から御説明いたします。

９ページの一番下の段、一般会計計の欄をご

らんください。

平成30年度は、予算額３億3,347万8,000円に

対して、支出済額３億3,301万777円、不用額46

万7,223円となっており、執行率は99.9％となっ

ております。

目の執行残が100万円以上及び執行率が90％未

満のものはありません。

次に、10ページをごらんください。

公共用地取得事業特別会計についてでありま

すが、決算額につきましては、先ほど部長が説

明いたしましたので、省略させていただきます。

目の執行残が100万円以上のものはありません

が、執行率が81.5％となっております。これは、

翌年度への繰り越しによるものでございます。

用地対策課の一般会計、特別会計を合わせま

した決算につきましては、一番下の段、用地対

策課計の欄をごらんください。予算額８億7,628

万7,861円に対して、支出済額７億7,551万7,877

円、翌年度繰越額１億20万2,455円、不用額56

万7,529円となっており、執行率は88.5％で、翌

年度への繰越額を含めますと99.9％となります。

11ページをお開きください。

次に、特別会計の歳入についてであります。

一番下の段、歳入合計の欄をごらんください。

予算現額５億4,280万9,861円、収入済額５

億4,281万848円となっておりまして、収入未済
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額はございません。

次に、主要施策の成果についてであります。

報告書の用地対策課のインデックス、300ペー

ジをお開きください。

公共事業用地取得の推進であります。これは、

公共事業を円滑に推進するために、特別会計に

おいて公共事業用地の先行取得を行うものであ

ります。平成30年度は、表中のほどでございま

すが、都市計画道路の早鈴岳下通線及び安賀多

通線防災・安全交付金事業につきまして用地取

得を行ったところであります。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

用地対策課は以上でございます。

○石井技術企画課長 技術企画課でございます。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の12ページをごらんください。

一番下、技術企画課計の欄のとおり、当課の

平成30年度の決算額は、予算額３億4,074万7,000

円、支出済額３億3,977万5,835円、不用額97

万1,165円で、執行率99.7％となります。

なお、当課の目は土木総務費のみであります

が、執行残が100万円以上及び執行率が90％未満

のものはございません。

次に、主要施策の成果の主なものについて御

説明いたします。

報告書の技術企画課のインデックス、303ペー

ジをお開きください。

（１）の産業を支える人財の育成・確保につ

いてであります。

表のふるさとみやざき土木の魅力発信であり

ますが、これは、学生を対象とした出前講座や

現場見学会、インターンシップなどを開催しま

して、建設産業の魅力や公共事業の役割を発信

する取り組みを行ったものであります。

施策の成果等をごらんください。

小中学生や高校生など、幅広い年代の学生を

対象に、建設産業の魅力や公共事業の果たす役

割を伝える取り組みを継続して行うことにより、

建設産業の担い手確保を図ったところでありま

す。

今後、建設産業に就業する担い手を確保し、

建設産業が魅力ある産業となるためには、引き

続き、建設産業の魅力等を積極的に発信し、若

者を初め、広く県民の理解を深める取り組みを

行うことが必要であると考えております。

なお、参加した児童生徒からは、土木のこと

をもっと勉強したい、女性も技術者として働い

ていることを初めて知った、また、県民の生命

と財産を守ることの大事さがわかったなど、多

くの意見をいただいたところであります。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

技術企画課は以上でございます。

○矢野道路建設課長 道路建設課でございます。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の14ページをお開きください。

ページの一番下、道路建設課計の欄をごらん

ください。

平成30年度の決算額は、予算額が236億7,642

万8,000円、支出済み額が175億7,691万6,217円、

翌年度への繰越額が60億4,511万2,738円、不用

額が5,439万9,045円で、執行率が74.2％、翌年

度への繰越額を含めますと99.8％となっており

ます。

次に、目の執行残が100万円以上、または執行

率が90％未満のものにつきまして説明いたしま

す。
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13ページをごらんください。

下から４段目にございます（目）道路新設改

良費をごらんください。不用額が5,439万9,045

円となっておりますが、これは、主に国庫補助

事業が確定したことに伴います不用額でござい

ます。また、不用額の右側、執行率が71.7％と

なっておりますが、これは、翌年度への繰り越

しによるものであります。

次に、主要施策の成果の主なものついて御説

明いたします。

報告書の304ページ、道路建設課のインデック

スをお開きください。

表の一番上、公共道路新設改良であります。

この事業は、国の補助金や交付金を活用しまし

て、国道や県道の改良を行う事業であります。

主な実績内容等の欄をごらんください。

一般国道では、国道219号ほか８路線、18工区

の整備を行い、2,407メーターを供用いたしまし

た。また、地方道では、飯野松山都城線ほか43

路線、54工区の整備を行い、4,674メーターを供

用したところであります。

次に、その下、直轄道路事業負担金でありま

す。これは、国が直轄で整備をしております国

道10号と220号の合わせて５工区の整備費の一部

を県が負担したものであります。

続きまして、306ページをお開きください。

施策の成果等であります。道路建設課では、

次の①から⑤、①市町村界を超えた広域的な医

療、福祉サービスや観光振興などの地域連携の

取り組みを支援するための道路、②宮崎市内及

びその周辺部の渋滞緩和を図る道路、③都城圏

域の経済や地域の活性化等を図る都城志布志道

路、④中山間地域の産業や生活、医療を支援す

る道路、⑤高速道の利便性、防災機能の強化、

地域活性等を図る国富スマートインタージェン

ジの整備を推進いたしました。

今後とも、安全安心な暮らしを支える道づく

りを計画的に進めるとともに、地域の交流や経

済の活性化を支援する道路の整備に努めてまい

ります。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

道路建設課は以上でございます。

○森道路保全課長 道路保全課でございます。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の17ページをお開きください。

ページの一番下、道路保全課の計の欄であり

ます。

平成30年度決算額は、予算額が194億4,112万

円、支出済額が145億3,396万6,478円、翌年度へ

の繰越額が45億8,619万7,000円、不用額が３

億2,095万6,522円で、執行率が74.8％、翌年度

への繰越額を含めますと98.3％となっておりま

す。

次に、目の執行残が100万円以上、または執行

率が90％未満のものについて御説明いたします。

前のページ、15ページをお開きください。

３段目の（目）道路橋梁総務費でありますが、

不用額が1,098万543円となっております。これ

は、主に道路台帳修正業務に要する経費等の執

行残によるものであります。

16ページをごらんください。

３段目の（目）道路維持費でありますが、不

用額が３億997万5,979円、執行率が73.9％となっ

ております。

不用額につきましては、主に国の交付金事業

費が確定したことに伴う不用額であり、執行率

につきましては、翌年度への繰り越しによるも

のであります。
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次に、17ページをお開きください。

中段、（目）橋梁維持費でありますが、執行率

が62.8％となっております。これも翌年度への

繰り越しによるものであります。

次に、主要施策の成果の主なものについて御

説明いたします。

報告書の307ぺージ、道路保全課のインデック

スのところをお開きください。

（１）の快適で人にやさしい生活・空間づく

りについてであります。

まず、主な事業及び実績について、沿道修景

美化推進対策であります。これは、国県道の沿

道における樹木等の植栽を保護するとともに、

花木類の植栽を行ったものであります。

次に、施策の成果等でありますが、宮崎県沿

道修景美化条例で、沿道修景植栽地区として指

定した地区を重点的に、樹木の管理や花の植栽

を行い、道路環境の創出及び保全に努めたとこ

ろであります。

また、植樹などの植栽活動を実施して、美し

い宮崎づくり推進条例のＰＲと機運の醸成を

図ったところであります。

309ページをお開きください。

（１）の安全で安心な県土づくりについてで

あります。

まず、公共道路維持でありますが、この事業

は、国の交付金等により実施する事業であり、

橋梁補修を初め、防災対策や舗装補修等を行っ

たところであります。

次に310ページをお開きください。

改善事業、「美しい宮崎の道」愛護活動推進に

ついてであります。これは、地域住民等が行う

道路美化や草刈り活動について、支援団体に対

して活動用具や活動奨励金の支給を行ったとこ

ろであります。

次に、311ページをごらんください。

施策の成果等についてであります。①から③

に記載しておりますように、道路パトロール等

による日常的な道路の維持管理、橋梁などの道

路施設の点検及び補修により、道路利用者の安

全確保に努めており、緊急輸送道路については、

引き続き、防災対策を進めて、その機能確保に

努めてまいります。

また、④にありますように、地域住民等が行

う道路美化や草刈り活動については、広く県民

へ活動内容の周知を図るなど、地域の活動支援

に努めてまいります。

312ページをお開きください。

（２）の交通安全対策の推進についてであり

ます。

表の上段、公共道路維持でありますが、この

事業は、国の交付金等により実施する事業であ

り、歩道などの交通安全施設の整備を行ったと

ころであります。

次に、人にやさしい沿道環境整備であります

が、小規模な歩道などの整備を行ったところで

あります。

次に313ページをごらんください。

施策の成果等についてであります。歩道等の

整備につきましては、通学路交通安全プログラ

ムを踏まえ、通学路において整備等を行ってき

たところであり、このうち、道路拡幅等を必要

とする箇所については、国の交付金事業等を活

用した取り組みを実施するとともに、防護柵の

設置など、小規模な対策については、県単事業

により対策を行ってきたところであります。

今後も、このプログラムに基づく対策を実施

し、一層の交通環境の充実を図っていくことと

しております。

主要施策の成果につきましては以上でござい
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ます。

次に、監査報告についてであります。

委員会資料に戻っていただきまして、５ペー

ジをお開きください。

（３）の契約事務の指摘事項についてであり

ます。

高鍋土木事務所におきまして、東九州自動車

高鍋インターチェンジ及び都農インターチェン

ジに連結する県道高鍋インター線及び県道都農

インター線の維持管理等の受委託に関する業務

委託契約について、契約手続がおくれていたと

の指摘であります。これは、契約手続において

事務処理がおくれたものであり、今後は処理漏

れのないように複数人で管理する進捗管理表を

作成し、状況を随時確認するなど、チェック体

制を強化して再発の防止に努めてまいります。

次に、６ページでございます。

（５）その他の項目の指摘事項であります。

西臼杵支庁におきまして、道路法に基づく特

殊車両通行許可について、決裁を受けずに許可

証を交付していたものが見受けられたとの指摘

であります。これは、許認可事務において、決

裁手続に不備があったものであることから、担

当職員への許認可事務への理解を促し、適正な

事務処理を行うよう指導するとともに、今後の

再発防止のために、許可証交付に関するチェッ

クシートを作成し、進行管理を行うこととしま

した。

最後に、監査委員の決算審査意見書につきま

しては、特に報告すべき事項はございません。

道路保全課につきましては以上でございます。

○中尾高速道対策局長 高速道対策局でござい

ます。当局の決算について御説明いたします。

委員会資料の43ページをお開きください。

一番下の段になりますが、当局の平成30年度

の決算額は、予算額23億8,771万9,000円、支出

済額23億8,708万3,478円、不用額63万5,522円、

執行率は99.9％となっております。

目の執行残が100万円以上のもの、執行率が90

％未満のものはございません。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

報告書の345ページをお開きください。

（２）交通・物流ネットワークの整備・充実

の柱で取り組んでいるものであります。

中段の表、施策推進のための主な事業及び実

績をごらんください。

まず、１段目の高速道路網整備促進につきま

しては、高速道路網の早期整備に向けて、各種

大会等の開催や、国等への要望活動に関する経

費になりますけれども、30年度の実績は、各種

大会等29回、要望活動を16回行っております。

次に、その下の高速自動車国道等直轄事業負

担金については、新直轄方式で整備する１区間、

直轄方式で整備する３区間、計４区間の整備に

係る県の負担金であります。

続きまして、下の段の表、施策の進捗状況に

ついてであります。

高速道路の整備でありますが、平成30年度末

におきまして74％の整備率となっております。

続いて、施策の成果等について御説明いたし

ます。

次のページ、346ページの②をごらんください。

まず、１行目、東九州自動車道になりますが、

未事業化区間である油津～夏井間のうち、油津

～南郷、奈留～夏井間の新規事業採択時評価の

手続が完了し、今年度の当初に新規事業化され

ております。

その下、事業中区間の清武南～日南北郷間に

つきましては、平成30年12月に九平トンネルが
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貫通するなど事業が進捗しております。

次に、５行目の九州中央自動車道になります

が、未事業化区間のうち、五ヶ瀬～高千穂間の9.2

キロが、平成30年４月に新規事業化されたとこ

ろであります。

事業中区間である高千穂～日之影間につきま

しては、平成30年11月に高千穂側の雲海橋から

日之影深角間の約2.8キロが開通するなど、事業

が進捗しております。

下から３行目、今後の課題になりますけれど

も、沿線の自治体、民間団体等とさらなる連携

を図りまして、高速道路の一日でも早い全線開

通に向けて、建設促進大会の開催や国への要望

等、引き続き取り組んでいく必要がございます。

最後に、監査につきまして、特に報告すべき

事項はございません。

高速道対策局は以上でございます。

○日高主査 説明が終了いたしました。質疑は

ございませんか。

○中野委員 別紙資料の１の一般会計、（４）の

繰り越しの主な理由の２番目ですが、もっと平

たく書く方法はなかったもんですか。国の補正

予算の関係等により、工期が不足したため―

我々が見ても、何のことだろうかと思ったんで

す。補正予算を組むのが年度の後半になったか

ら、工期の期間が短くなりということですが、

何かもっと平たく書けないですか。その前のは、

日時を要したとか、そういう書き方ですよね。

こういうふうに書いているのは国の指導ですか。

○斎藤管理課長 ちょっとわかりづらい表現に

なったかとは思うんですが、簡潔に表現すると、

どうしてもこういうような表現しか書きあらわ

すことができなかったものですから、申しわけ

ございません。

今、中野委員からもございましたが、結局、

補正事業が２月以降に国から下りてきますので、

どうしても日時、工期が不足することになりま

して、繰り越しが生じたということになってお

ります。

○中野委員 単純に国の補正予算が年度末のた

めと書けばいいと思うけどな。そんなふうに書

けないんですか。

○斎藤管理課長 今後、もう少しわかりやすい

ような表現に書きかえていきたいと思っており

ます。

○前屋敷委員 311ページの道路美化で、パート

ナーシップ事業になるかわかりませんが、草刈

りといいますか、除草の件で、沿道沿いで、か

なり伸びているところなども見かけたりするん

ですけれど、ボランティアの団体の皆さんで、

草刈りなどが地域の皆さん方の協力もいただい

て、美化保全に努めておられるのは、大変あり

がたいことなんですけれど、今、道路の除草で、

もう既に除草剤の散布が試験的な形で行われて

いるというふうに聞いているんですけれど、こ

れはいつぐらいから―昨年度から、もうそう

いう試験的な取り扱いはされているんですか。

○森道路保全課長 除草剤の使用につきまして

は、昨年度から行っておりまして、今年度も一

部実施しているところでございます。

これにつきましては、いろんな声をいただい

ておりまして、今のを試行的にやっております

ので、そういったものを判断しながら、今後の

展開をまた考えていきたいと思っております。

○前屋敷委員 発がん性があるラウンドアップ

とかが使われている、また通学路などにも散布

されていることなどがあって、そういう除草剤

は使わないでほしいという声とか要望、そういっ

たものを今もう既に聞いているところなもんで

すから、今の状況をお聞きし、また今後どうい
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うふうにするかも大きな課題だと思いますので、

お願いします。

○森道路保全課長 地域の方々の声、そして、

先ほどおっしゃられたよういろんな意見も耳に

届いておりますので、今後そういったことを含

めて考えていきたいと思います。

○田口委員 今ちょっと草刈りの件が出ました

ので。実は、私の地域でも、以前は地域で、河

川課も関係してくることですけれど、草刈りを

しておったけれども、高齢化によって、もう危

ないところだと、そんなことはもうやめようと

いうところが結構ふえてきているんです。地域

の皆さん方が、ちょっとお金をもらってやると

かというのは、もう非常に体力的にも、また、

けがでもしたら大変なことだということで、実

は私のところでも、蛇谷川というところの河川

の地区でやっていたものとかはもうやめてしま

いました。

ただ、道路のほうは182でふえているんですが、

これは草刈りがどの分だけ占めているのかわか

りませんけれど、かなり厳しくなってきている

んじゃないかと思うんですが、道路保全課と河

川課に現在の状況を伺います。

○森道路保全課長 今、310ページに記しており

ますが、平成30年度末で182団体あります。この

内訳がございまして、民間の活動団体と協定を

結んでいるのが、美化活動と草刈りに分かれて

おります。草刈りのほうで提携しておりますの

が半分の91団体になります。数としては、まだ

増加傾向にはございますけれども、実際に活動

団体の皆様の声を聞くと、やはり高齢化で、な

かなか活動が難しくなっているというような声

もお聞きしております。

そういった中で、例えば、従来草刈りの奨励

金につきましては、500メーター以上の規模のも

のについて奨励金を出していたんですけれども、

これを200メーター以上でも出せるように、規模

を縮小して、規模が小さいものでも奨励金をお

支払いするということで、体力のない御高齢の

方でも、何かやりたいと思われれば、活動がし

やすくなるような環境づくりはやっているとこ

ろでございます。

○高橋河川課長 河川課からも御報告します。

パートナー事業ですが、先ほど委員がおっ

しゃったとおり、高齢化というお話は聞いてお

ります。ただ、数からいきますと若干ふえてい

る状況であります。あと河川課のほうは、後か

らまた説明しますけれども、アダプト制度とい

うものを民間の企業でやっておりまして、これ

も、毎年少しずつふえております。これを利用

しながら、民間の方々と協力しながら、草刈り

をやっていこうと考えております。

○田口委員 わかりました。

○中野委員 その草刈りですが、この前もちょっ

と委員会で言いましたが、もっと早くできない

もんですか。草がぼうぼうしてから、一生懸命

業者が草刈りをしていますが、もっと早くでき

ないのかなと。沿道修景美化推進対策とか書い

てあるけれど、私が来る道で、国管轄の10号線

なんかは、植木がもう枯れるぐらいになってか

ら草の処理をされます。普通の県管理の国道も

県道も似たようなもんです。前にも１回言った

ことがありますが、農家を精農、中農、駄農と

３つに分けるんです。まず、中農は、草が生え

てから草をとる。駄農は、草が生えても草をと

らない。精農は、草が生える前に草をとる。そ

れを参考にしてください。

○森道路保全課長 今の委員からの御意見は、

地域の方からもいただくことは確かにあります。

予算の話をするとなかなかあれなんですけれど
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も、労務費の上昇なんかもありまして、草刈り

の回数とか草刈りをする幅とか、そういったも

のが過去に比べると若干制限されてきている部

分もございます。

そういった中で、先ほど前屋敷委員からお話

がありましたけれども、除草剤なんかもセット

で効率的にうまくできないかというような試み

を今やっているところでございます。また、ど

のタイミングで草を切るのが一番効果的で、景

観にもいいか、そういったところも踏まえなが

ら、全体的な草刈りの方向性や手法、そういっ

たものを検討してまいりたいと思います。

今、委員がおっしゃられた、中農、駄農、精

農、この言葉もちょっと胸に刻んで考えていき

たいと思います。

○山下委員 関連ですが、国県市道とあるんで

すけれども、原則何回やるんですか。

○森道路保全課長 基本は１回でございます。

その中で、例えば、交通量が多いところ、交通

安全上必要な場所、それから、観光地、こういっ

た特定の場所につきましては、２回から３回行

うということで、今行っているところでござい

ます。

○山下委員 １回だとかなり無理があると思う

んです。草は、もう３月、４月からばっと伸び

てきます。一番の繁茂時期は６月、７月です。

そして、１回それで刈る、そして、また今の時

期に穂が出てきて、秋口になるともうかなり伸

びてきますから、原則２回ぐらいかなと思うん

ですが、造園業界の皆さん方に聞くと、人手が

いなくて、なかなか受注ができないというよう

な話も聞くもんですから。そこは何か問題を抱

えていませんか。

○森道路保全課長 今委員がおっしゃられた作

業をしていただける人がいない、人手が足りな

いということが非常に大きな課題にはなってお

ります。それが、先ほど言いました除草剤を活

用して効率的にという一つの理由になっており

まして、そういったことを踏まえながら、草刈

りのやり方については総合的に検討する必要が

あるのではないかなと思っております。

○山下委員 私は除草剤の使用は進めないとい

けないと思うんです。なぜかというと、私ども

が通っている国道とか県道で、自転車が通る通

学路の歩道があるんですが、そこの両脇はもう

田んぼで、物すごい勢いで、人間も通れないぐ

らいの草が茂ってくるんです。だから、私はこ

ういう人手不足の中で業界も苦労しているん

だったら、ラウンドアップは別として―多分

ラウンドアップは使っていないと思うんですが

―あなた方は、除草剤は何を使っているか、

薬のメーカーはわかっていますか、

○森道路保全課長 ラウンドアップも使ってお

りまして、今、私たちが使用している除草剤は、

一応人体に影響がないという証明をもらってい

るものを使っているところでございます。

○山下委員 ラウンドアップは、確かに残留効

果が強いです。葉で吸収して、根を枯らすわけ

ですから、完全な除草効果はラウンドアップが

一番強いんですが、害のないところで、もう農

家も使っているわけですので、使い方を区別し

ていただいて、やはり除草剤の使用はやってい

かないと、安全とどっちが大事かなんです。人

が大事なのか、交通事故とか。危険性がないの

か、そこも判断して進めてください。

それと、民間への発注なんですが、同じよう

に高齢化して、資金稼ぎで楽しくやっていた人

たちがなかなかできなくなる。私もいろんな相

談を受けた中で、行政発注で造園業に頼むのと、

民間に頼むのとは差がかなりあったような気が
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するんですが、そこの差を教えてください。メ

ーター当たり何ぼですか。

○森道路保全課長 これは概算でございますが、

専門の業者さんに頼む費用に比べて、先ほど言

いました民間の活動をされている方に、例えば、

奨励金とか用具の提供とか、そういったものを

行いますけれども、そういったものと比べると、

民間の活動をされている方のほうが業者に頼む

費用の大体10分の１ぐらいになるということで、

今のところは試算をしております。

○山下委員 あれだけやっぱり難儀な仕事をし

ていくわけですから、10分の１ですか、前聞い

たらかなり下がったような気がするもんですか

ら、そこ辺の見直し等もできれば検討していた

だいてもいいのかなと思うんです。どうしても

大事なところは、地域の公民館に発注するとか。

○森道路保全課長 草刈りにつきましては、先

ほどおっしゃられたような人手不足といったも

のがあって、地域によっては、確かに受注が難

しいような場所も出ております。そういった中

で、例えば、西臼杵支庁では、草刈り業務を地

域メンテナンスの業務の中に取り込んで一緒に

やってもらうというような取り組みを現在やっ

ております。いろんなやり方を試みながら、適

正な手法を検討してまいりたいと思います。

もちろん人件費が高騰している場合は、人件

費の高騰分はちゃんと反映して委託するように

しておりますので、あとはどういった発注の仕

方をするのか、そういったところを検討する余

地はあるのかなとは思います。

○外山委員 この別紙資料に戻りますけれども、

翌年度への繰越額が約301億円、例年こんなにあ

るわけじゃないですよね。今回は国土強靭化の

関係の予算がついたから、こんなふえていると

いうことですか。

○斎藤管理課長 昨年が約253億円になっており

ますので、昨年よりは２割ぐらい増となってお

ります。30年度は、国土強靭化関係の補正がつ

いておりますので、大きくなっているところで

ございます。

○外山委員 でも四十何億しかないわけです。

思ったより差がないんだけれども、こういった

ことが毎年あるわけですが、新年度へのしわ寄

せとか影響はないんですか。

○斎藤管理課長 新年度への影響でいいますと、

繰越額がやはり大きくなりますと、工事件数が

やっぱりふえてくるので、私どもが平準化に取

り組んでいる中で、多少のしわ寄せは出てきて

いるところでございます。

○外山委員 つまり、繰り越しということは、

前年度の予算を消化し切れないからまたぐんだ

けれども、いわゆる業界からいつも要求がある

平準化、５、６、７月、上期の発注が少ないと

いう、これにはあんまり関係ないと思う。

○斎藤管理課長 当然、繰り越し及びゼロ県債

とか、そういったものを使いながら当然平準化

には取り組んでおります。額がやはり大きくな

ると、通常そういった押し並べていったときに、

ちょっと大きくなってきますので、そういった

ところでの影響が出てくると話したところでご

ざいます。

○窪薗委員 委員会資料の17ページの橋梁維持

費の執行率が62.8％ですが、繰越明許が多いよ

うな感じがするんですけれども、何か理由があ

るんでしょうか。

○森道路保全課長 橋梁維持費につきましては、

橋梁維持は、当然設計をして工事を発注すると

いうサイクルがございますけれども、同じ年度

に設計をして工事までやるというときに、どう

しても工期が足りなくなって繰り越しをしてし
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まうというようなことが、こういう原因になっ

ているところでございます。

○窪薗委員 毎年こういった傾向にあるんで

しょうか。

○森道路保全課長 予算のつきぐあいにもより

ますけれども、予算が多くついた場合は、やは

り間に合わなかった。特に、30年度につきまし

ては、２月に補正がついておりますので、そう

いったことも影響しているところでございます。

○窪薗委員 ２月の補正等でということになる

と、工期が３月までですから、そういった関係

があるんでしょうけれども、全体的に見てみま

すと、繰り越し明許がずっと多いような感じが

するんですが、この決算とはちょっと離れます

けれど、ことしみたいに雨の多い年とかは、やっ

ぱりまだふえる傾向にあるんですか。

○日高主査 決算から離れますが、いいですか。

○森道路保全課長 工種によって、雨が多いと

きは工期内に終わらないというようなことは当

然出てくると思います。例えば、橋の塗装とか

表面の舗装とか、雨に影響を受ける工事がござ

いますので、そういった場合はそういうことも

あり得るとは思います。

○窪薗委員 わかりました。

○山下委員 管理課の299ページなんですが、今、

全体的に見ると、非常に建設産業が仕事がもう

非常に多い。もう以前のバブルを超えるぐらい

の勢いで仕事が多いということで、公共発注も

そうでしょうけれども、民間投資もやっぱり顕

著でありまして、皆さん方うれしい悲鳴がある

一面、今度は人手不足とか、技術者がいないと

いうことで、今までとは違う大きな問題を抱え

ているのが、建設産業の今の状況だろうと思う

んです。

その中で、業者の皆さん方も、公共工事を受

注した段階で非常に利益も出ているということ

なんですが、時代の流れかどうかわかりません

けれども、建設業の新規の許可が124件と出てい

るんですが、例年こんなもんなんですか。

○斎藤管理課長 例年なんですが、昨年は、新

規が167件で、ある程度、100から200の間では推

移しているところでございます。

○山下委員 Ａクラス、Ｂクラス、Ｃクラスと

あると思うんですが、どのクラスの人たちが新

規に設立されているんですか。

○斎藤管理課長 新規になると、一番下のクラ

スからまず張りつけということになりますので、

Ｃということになると思います。

○山下委員 わかりました。

協会登録がなされていない人たちもかなりい

るのかなと思うんですが、夫婦でやったり、そ

ういう人たちがふえてくることは非常にありが

たいことで、下請をしてくれる人たちが随時設

計をつくってくるわけですから。今、仕事をとっ

ても下請をしてくれる人がいないとか、そうい

う問題も抱えているもんですから、この数字を

見て理解いたしました。

それから、この経営事項審査で2,334件の指導

があったということなんですが、例年もこうい

う状況ですか。

○斎藤管理課長 昨年も2,336件で、例年大体同

じような数字で推移しております。

○山下委員 去年、大建の問題があって、ホッ

トライン、いわゆる通報制度ですが、そこ辺の

皆さん方の意識もいろいろ変わってきたのかな

と思うんですけれども、皆さんの相談はふえて

きていますか。

○斎藤管理課長 ホットラインにつきましては、

昨年度は12件、29年度が３件ですので、若干昨

年度はふえております。今も、ホットラインの
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ほうにかかってきてはいるんですが、主には、

下請工事金額のトラブルとか、そういったもの

が多い傾向でございます。

○山下委員 わかりました。

○前屋敷委員 このページに関連して、新分野

進出支援というのがあるんですけれど、どうい

う分野なのかと、３件ありますが、どの程度の

支援をしておられるのか。

○斎藤管理課長 新分野進出の３件なんですが、

内訳につきましては、清掃業が１つ、あと人材

派遣、それと太陽光発電、こういった分野に進

出しているところに助成をしておりまして、金

額は※１各100万円の助成をしております。

○前屋敷委員 例年このぐらいの数なんですか。

金額は変わらないわけですか。

○斎藤管理課長 昨年は５件ほどの実績があり

ました。金額は、昨年までは、経営革新計画を

受けていれば250万の限度額を上げていた場合も

ありましたが、今年度からは100万円ということ

で、やっているところでございます。

○日高主査 ほか、よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高主査 それでは、以上をもって、管理課、

用地対策課、技術企画課、道路建設課、道路保

全課、高速道対策局の審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午前11時３分休憩

午前11時５分再開

○日高主査 分科会を再開いたします。

○斎藤管理課長 申しわけございません。先ほ

ど、前屋敷委員から問い合わせのありました新

分野進出の金額を間違えまして、昨年度の３件

のうち、人材派遣と清掃業の２者については250

万円を昨年度助成しております。

○日高主査 それでは河川課、砂防課、港湾課、

都市計画課、建築住宅課、営繕課の審査を行い

ます。

平成30年度の決算について各課の説明を求め

ます。

なお、委員の質疑は、６課の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○高橋河川課長 河川課でございます。当課の

決算について御説明します。

委員会資料の18ページからでございますが、

まず23ページをお開きください。

一番下の欄、河川課計をごらんください。

当課の平成30年度決算額は、予算額294億1,158

万1,000円、支出済額153億2,874万6,331円、明

許繰越額125億8,949万2,000円、事故繰越額※２４

億9,558万8,450円、不用額10億2,775万4,219円、

執行率52.1％で、翌年度への繰越額を含めます

と、96.5％となります。

次に、目の執行残が100万円以上のものと、執

行率が90％未満のものについて御説明します。

戻っていただきまして、18ページをお開きく

ださい。

３段目の（目）河川総務費でありますが、不

用額が258万6,485円、執行率は45.6％となって

おります。

不用額につきましては、主に河川施設の維持

・管理事業費の確定に伴うものでありまして、

執行率につきましては、翌年度への繰り越しに

よるものであります。

次に、19ページをお開きください。

４段目の（目）河川改良費でありますが、不

用額が4,717万989円、執行率は55.9％となって

おります。

※１ このページ左段に訂正発言あり

※２ 63ページに訂正発言あり
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不用額につきましては、主に、国の直轄事業

費の確定に伴うものでありまして、執行率につ

きましては、翌年度への繰り越しによるもので

あります。

次に、20ページをごらんください。

中段の（目）海岸保全費でありますが、執行

率が46.9％になっております。これについても、

翌年度への繰り越しによるものであります。

次に、21ページをお開きください。

（目）水防費でありますが、不用額が248

万3,893円となっております。これは、主にダム

管理負担金の確定に伴うものであります。

次に、22ページをごらんください。

３段目の（目）土木災害復旧費でありますが、

不用額が９億7,551万853円、執行率は41.5％と

なっております。

不用額につきましては、災害査定決定後の入

札執行差額でありまして、執行率につきまして

は、主に翌年度への繰り越しによるものであり

ます。

次に、主要施策の成果の主なものについて御

説明いたします。

主要施策の成果に関する報告書、河川課のイ

ンデックス314ページをお開きください。

２、良好な自然環境・生活環境の保全につい

てであります。

表をごらんください。

一番上の次代へつなげよう！魅力ある川・海

づくりでは、河川や海岸での美化清掃を行う48

のボランティア団体を支援したり、ＮＰＯ法人

との協働による、体験型の水辺とのふれあい教

室を４回開催するとともに、水難事故防止のた

めの安全教室を22回開催したところであります。

315ページをごらんください。施策の成果等で

あります。

①でありますが、河川や海岸の美化清掃を行

う愛護ボランティアの活動の延べ参加人数につ

きましては、平成30年度は約8,200名の参加があ

り、また、河川パートナーシップ事業への参加

団体につきましては、前年度を上回る705団体と

なるなど、県民との協働による河川・海岸の管

理が進展しております。

316ページをお開きください。

１、安全で安心な県土づくりについてであり

ます。

表をごらんください。

一番上の広域河川改修であります。これは、

平成17年度の台風14号などにより浸水被害を受

けた耳川ほか８河川におきまして、河道掘削や

築堤を行っております。

317ページをごらんください。

２番目の津波・高潮・耐震対策河川でありま

すが、これは、津波被害が想定される延岡市の

沖田川ほか９水系で、河川における堤防の耐震

設計や樋門の自動閉鎖化工事などを行っており

ます。

318ページをお開きください。

１番目の公共海岸でありますが、これは、老

朽化した海岸施設の機能回復及び津波等に対す

る強化を図るもので、日南市の伊比井海岸にお

いて、護岸の補修などを行っております。

次の、県単河川改良であります。これは、延

岡市の北川ほか72河川におきまして、河道掘削

や築堤、護岸整備などを行っております。

次に、320ページをお開きください。

１番目のダム施設整備でありますが、松尾ダ

ムの管理用制御処理施設の改良や立花ダムの堤

体照明の改良等を行っております。

321ページをごらんください。施策の成果等で

あります。
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まず、①でありますが、平成17年度、台風14

号などにより甚大な浸水被害が発生した河川を

中心に改修事業を実施しているところであり、

平成30年度は、水防災事業で取り組んでいる五ヶ

瀬川や北川などの対策工事を推進するなど、洪

水に対する安全性の向上が図られているところ

であります。

しかしながら、河川の整備率は49.5％といま

だに低い水準にあることから、今後ともより一

層重点的に河川改修を推進していく必要があり

ます。

また、②でありますが、雨量局、水位計及び

監視カメラを計画的に設置しており、平成30年

度には、古江川など３河川に設置したところで

あります。

次に、⑤の災害復旧事業でありますが、平成30

年度に被災した310カ所の62.6％に着手し、早期

復旧に努めているところであります。

最後に、⑥でありますが、本県は、自然災害

のリスクが高いことから、県土の強靱化を着実

に推進していく必要があります。

今後も引き続き、必要な予算確保に努めると

ともに、効果的な事業執行を行い、ハード・ソ

フトの両面から防災・減災対策を推進してまい

ります。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告する事項はご

ざいません。

河川課は以上でございます。

○原口砂防課長 砂防課でございます。当課の

決算について御説明いたします。

委員会資料の25ページをお開きください。

25ページの一番下の段、砂防課計をごらんく

ださい。

平成30年度決算額は、予算額104億3,736

万4,288円に対しまして、支出済額69億440万959

円、翌年度繰越額35億3,240万6,000円、不用額

は55万7,329円でありまして、執行率66.2％で、

翌年度への繰越額を含めますと、執行率は99.9

％となります。

次に、目の執行残が100万円以上のものはあり

ませんので、執行率が90％未満のものについて

御説明いたします。

24ページをお開きください。

ページの中ほどの（目）砂防費でございます

が、執行率が66.0％となっております。これは、

翌年度への繰り越しによるものであります。

次に、主要施策の成果の主なものについて御

説明いたします。

報告書の砂防課のインデックス、322ページを

お開きください。

（１）安全で安心な県土づくりでありますが、

主な事業について御説明いたします。

表の一番上の通常砂防でございます。小林市

の原谷川２ほか27渓流において、堰堤工を実施

しております。

323ページをごらんください。

表の一番上の地すべり対策でございます。椎

葉村の大藪地区ほか２地区において、排土工や

のり面工を実施しております。

324ページをお開きください。

表の一番上の急傾斜地崩壊対策でございます。

宮崎市の星叶地区ほか40地区において、擁壁工

やのり面工を実施しております。

その下、総合流域防災でございます。これは、

流域一体となった防災対策を進める事業でござ

いますが、緊急改築として、日南市の猪八重川

ほか11カ所において、既存の砂防堰堤の改築を

実施しております。

また、基礎調査としまして、土砂災害警戒区
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域等の指定のための調査を県内一円で実施して

おります。

325ページをごらんください。

表の一番上、県単砂防でございます。宮崎市

高岡町の北小崎谷川ほか13渓流において、水路

工や護岸工などを実施しております。

326ページをお開きください。

表の一番上、県単自然災害防止急傾斜地崩壊

対策でございます。これは、市町村が実施する

工事等に対する県からの補助金でございます。

椎葉村の野老ヶ八重地区ほか14地区において、

擁壁工やのり面工を実施しております。

327ページをごらんください。施策の成果等に

ついてであります。

①土砂災害危険箇所の整備、いわゆるハード

対策についてであります。ハード対策について

は、避難場所や災害履歴のある箇所などから、

計画的に整備を進めておりまして、平成30年度

は、土石流対策として１渓流、急傾斜地崩壊対

策として５カ所の工事を完成させました。

平成30年度末の整備率は29.9％という状況に

ありますことから、今後とも計画的かつ重点的

に対策を推進してまいります。

次に、②ソフト対策であります。土砂災害防

止法に基づき、平成30年度は、750カ所の土砂災

害警戒区域等を指定したところでございます。

③土砂災害防止に対する県民への啓発活動に

ついてであります。小中学生を対象とした土砂

災害防止教室を初め、地域住民や自治会長など

を対象とした土砂災害防止講座を開催し、平成30

年度は、延べ3,509人の参加があったところです。

最後に、④に記載しておりますように、今後

とも安全で安心な県土づくりを目指し、危険箇

所の整備を計画的に進めるとともに、土砂災害

警戒区域等の指定推進や防災情報の提供に取り

組むなど、ハード・ソフト両面から総合的な土

砂災害防止対策を推進してまいりたいと考えて

おります。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

砂防課は以上でございます。

○江藤港湾課長 港湾課でございます。当課の

決算について御説明いたします。

港湾課には、一般会計と特別会計がございま

すが、まず、一般会計から御説明いたします。

委員会資料の29ページをお開きください。

一番下の一般会計の計の欄であります。

平成30年度決算は、予算額60億8,291万6,389

円、支出済額43億3,037万7,847円、翌年度繰越

額16億1,920万5,000円、不用額１億3,333万3,542

円、執行率71.2％、翌年度繰越額を含めます

と、97.8％となります。

次に、目の執行残が100万円以上のもの、執行

率が90％未満のものについて御説明いたします。

前のページにお戻りいただいて、26ページを

お開きください。

上段の（目）土木総務費でありますが、不用

額が314万958円となっております。これは、主

に空港整備直轄事業負担金が確定したことによ

るものであります。

次に、27ページをお開きください。

中段の（目）港湾管理費でありますが、不用

額が8,920万8,718円となっております。これは、

主に港湾整備事業特別会計に対する操出金の不

用額であります。

また、執行率が82.7％となっておりますが、

翌年度への繰り越しによるものであります。

28ページをごらんください。

中段の（目）港湾建設費でありますが、執行
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率が61.7％となっております。これは、翌年度

への繰り越しによるものであります。

次に、29ページをお開きください。

中段の（目）港湾災害復旧費でありますが、

不用額が4,097万4,277円となっております。こ

れは、公共港湾災害復旧事業費が確定したこと

によるものであります。

また、執行率が43.3％となっておりますが、

翌年度への繰り越しによるものであります。

次に、30ページをごらんください。

港湾整備事業特別会計の決算についてであり

ます。

決算額等につきましては、先ほど部長が説明

いたしましたので省略させていただきますが、

一般会計と同じく、目の執行残が100万円以上の

もの、執行率が90％未満のものについて御説明

いたします。

上段の（目）港湾管理費でありますが、不用

額が288万20円となっております。これは、港湾

施設の維持管理、修繕費の不用額であります。

また、執行率が75.8％となっておりますが、

翌年度への繰り越しによるものであります。

31ページをお開きください。

下段の（目）予備費であります。

予備費は、年度途中において、不測の事態に

より、予定外の支出の必要が生じた場合等に対

処する経費でありますが、全額の200万円が不用

額となっております。

次に、一番下の港湾課計の欄をごらんくださ

い。

当課の一般会計、特別会計を合わせました平

成30年度決算額は、予算額73億1,200万7,389円、

支出済額54億2,636万5,371円、翌年度繰越額17

億4,742万6,000円、不用額１億3,821万6,018円、

執行率74.2％、翌年度繰越額を含めますと、98.1

％となります。

次に、32ページをごらんください。

港湾整備事業特別会計の歳入について御説明

いたします。

一番下の段の歳入合計ですが、予算現額12

億2,909万1,000円に対しまして、収入済額が13

億3,579万4,196円となっております。

次に、主要施策の成果の主なものについて御

説明いたします。

報告書の港湾課のインデックス、328ページを

お開きください。

（２）の交通・物流ネットワークの整備・充

実についてであります。

主な事業及び実績でありますが、港湾改修は、

細島港におきまして、津波が来た場合でも防波

堤の機能を保つための改良を行ったもの、宮崎

港では、航路泊地等を安定的に維持するための

防砂堤の整備、油津港では、緊急物資輸送のた

めの岸壁の耐震改良等を行ったものであります。

329ページをごらんください。

上の統合補助は、宮崎港におきまして、津波

避難施設の整備を行うとともに、各港湾におき

まして、岸壁等の補修、緑地の整備を行ったも

のであります。

330ページをお開きください。

下から２つ目の改善事業、油津港利用環境支

援であります。

油津港では、チップ船やクルーズ船などの大

型船が利用する際に、ほかの港からタグボート

を回航する必要がありますことから、日南市が

実施しておりますタグボートの回航経費の支援

事業に対しまして、県が助成を行い、港の利用

促進を図ったものであります。

332ページをお開きください。施策の成果等に

ついてであります。
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港湾整備につきましては、下の②から④にお

示ししていますとおり、３つの重要港湾を中心

に、それぞれの地域の特性に応じて重点的、効

果的な整備に努めますとともに、維持補修等に

も計画的に取り組んでおります。

⑤の港湾関係災害復旧事業では、平成30年に

被災した２カ所で復旧工事を行っております。

また、最後に、ポートセールス活動につきま

しては、県内外で港湾セミナーを開催するとと

もに、企業訪問等を実施し、県内港湾の利用促

進を図っているところでございます。

主要施策の成果については以上であります。

次に、監査結果報告についてであります。

委員会資料にお戻りいただきまして、５ペー

ジをお開きください。

（１）収入事務の２段目であります。

北部港湾事務所の「港湾使用料等について、

調定事務の大幅におくれているものなどが散見

された」との指摘であります。こちらにつきま

しては、指摘後、速やかに使用許可に係る管理

表を作成するとともに、チェック体制を強化し、

適正な事務処理の確保に努めております。

最後に、監査委員の決算審査意見書につきま

しては、特に報告すべき事項はございません。

港湾課につきましては以上でございます。

○甲斐都市計画課長 都市計画課でございます。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の33ページから36ページで当課の

決算について記載しておりますが、まず、36ペ

ージをお開きください。

一番下、都市計画課計の欄をごらんください。

当課の平成30年度決算額は、予算額35億3,152

万3,000円、支出済額26億2,772万2,599円、翌年

度繰越額８億9,075万5,000円、不用額1,304

万5,401円となっておりまして、執行率は74.4％、

翌年度繰越額を含めますと、99.6％となってお

ります。

目の執行残が100万円以上、または、執行率が90

％未満のものについて御説明いたします。

戻っていただきまして、34ページをお開きく

ださい。

上から４段目、（目）街路事業費でありますが、

不用額1,200万円につきましては、国の交付金事

業費が確定したことに伴うものであり、執行率64

％につきましては、翌年度への繰り越しによる

ものであります。

次に、主要施策の成果の主なものについて御

説明いたします。報告書の都市計画課のインデッ

クス、333ページをお開きください。

まず、２の（１）快適で人にやさしい生活・

空間づくりであります。

表の３番目、改善事業、美しい宮崎づくり推

進でありますが、これは、市町村の景観計画策

定に対し支援したほか、景観形成に関するアド

バイザーの派遣などを行ったものであります。

表の４番目、都市計画に関する基礎調査実施

でありますが、これは、都市計画法の規定に基

づきまして、人口、産業及び土地利用等の現況

及び将来の見通しを調査するもので、平成30年

度は、表の右の欄に記載しております９つの都

市計画区域について調査を実施したものであり

ます。

次に、335ページをお開きください。

これらの取り組みによる施策の成果等であり

ますが、③にありますように、美しい宮崎づく

りにつきましては、景観計画の策定支援や啓発

活動に取り組んだところでありますが、今後も、

市町村、県民、事業者との連携による美しい宮

崎づくりを推進していくこととしております。

⑤の都市計画に関する基礎調査につきまして
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は、調査結果を都市計画区域マスタープランの

改定や、都市計画の決定に活用してまいります。

次の336ページをお開きください。

（２）地域交通の確保であります。

表の２番目、公共街路でありますが、これは、

延岡市の安賀多通線ほか７路線で、街路の整備

を行ったものであります。

337ページをごらんください。

これらの取り組みによる施策の成果等であり

ますが、街路事業等につきましては、環状道路

や交通結節点へのアクセス道路の整備、通学路

の交通安全の確保など、街路の整備を進めたと

ころであります。

今後とも、安全で円滑な交通を確保するとと

もに、安心で快適な都市空間の整備に取り組ん

でいくこととしております。

次の338ページをお開きください。

３の（１）安全で安心な県土づくりでありま

す。

表の公共都市公園整備でありますが、県総合

運動公園第１陸上競技場のトラック舗装改修な

ど、老朽化した施設の機能更新を行ったもので

あります。

施策の成果等でありますが、老朽化した施設

の更新整備を行ったところでありますけれども、

今後ともより安全で快適な公園づくりに努めて

まいりたいと考えております。

主要施策の成果についての説明は以上であり

ます。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

都市計画課の説明は以上であります。

○志賀建築住宅課長 建築住宅課でございます。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の37ページからでございますが、

まず、40ページをお開きください。

表の一番下、建築住宅課の計をごらんくださ

い。

平成30年度決算額は、予算額が24億3,854

万5,000円、支出済額が20億20万5,574円、翌年

度への繰越額が４億2,540万5,000円、不用額

が1,293万4,426円、執行率82.0％で、翌年度へ

の繰越額を含めますと99.5％となっております。

次に、目の執行残が100万円以上、または、執

行率が90％未満のものについて御説明いたしま

す。

資料の37ページへお戻りください。

表の中ほどの（目）建築指導費でありますが、

不用額が878万1,912円となっております。これ

は、主に補助金でありまして、古い耐震基準で

建築された木造住宅の耐震化を国、県、市町村

で支援する木造住宅耐震化推進事業において、

事業費が確定したことなどによるものでありま

す。

次に、38ページをごらんください。

表の上から６段目の（目）都市計画総務費で

ありますが、執行率が67.5％となっております。

これは、開発審査会の開催回数が当初予定より

下回ったことなどによるものであります。

表の下から４段目の（目）住宅管理費であり

ますが、不用額が336万9,511円となっておりま

す。これは、県営住宅の緊急修繕のための経費

が想定を下回ったことなどによるものでありま

す。

次に、39ページをお開きください。

表の下から４段目の（目）住宅建設費であり

ますが、執行率が62.7％となっております。こ

れは、翌年度への繰り越しによるものでありま

す。



- 62 -

令和元年10月４日(金)

続きまして、主要施策の成果の主なものにつ

いて御説明いたします。

報告書の建築住宅課のインデックス、339ペー

ジをお開きください。

（１）快適で人にやさしい生活・空間づくり

であります。

表の公共県営住宅建設でありますが、一番右

側の列の主な実績内容等の欄をごらんください。

２項目めの住宅整備事業でありますが、30年

度には、小林市の堅田原団地３号棟３戸が完成

し、入居を完了しております。

その下の環境整備事業では、都城市の都原団

地等の高齢者改善工事、宮崎市の光町団地の給

湯設備改修工事を実施したところであります。

次に、340ページをお開きください。表の下の

施策の成果等であります。

①の県営住宅についてでありますが、宮崎県

営住宅長寿命化計画に基づき、建てかえや外壁

改修、住戸改善による既存住戸のバリアフリー

化のほか、給湯設備の改修など、入居者の安全

・安心の確保に努めたところであります。

今後とも、居住の安定に配慮が必要な世帯の

多様なニーズに対応できるよう、安全・安心に

暮らせる環境の整備を行ってまいりたいと考え

ております。

次に、342ページをお開きください。

（１）安全で安心な県土づくりであります。

表の下の段の木造住宅耐震化推進であります

が、市町村が、木造住宅の耐震化に取り組む所

有者等に対して補助を行う事業につきまして、

その費用の一部を国及び県が支援する事業であ

ります。アドバイザー派遣66件、耐震診断114戸、

耐震改修設計33戸、耐震改修32戸について支援

を行ったところであります。

次に、343ページをごらんください。

上の表の、下から２段目の建築物耐震化促進

でありますが、改正耐震改修促進法に基づき、

耐震診断が義務づけられた一定規模以上のホテ

ル、百貨店などの大規模な民間建築物のうち、

４棟の耐震改修について、国及び関係市ととも

に補助を行い、耐震化を促進したところであり

ます。

施策の成果等についてであります。344ページ

をお開きください。

②の木造住宅の耐震化につきましては、市町

村における耐震化の取り組みを促進するため、

ダイレクトメールや戸別訪問等の取り組み内容

や、実施目標を取りまとめたアクションプログ

ラムの策定を促進したほか、住宅所有者等の負

担が軽減されるよう、より合理的で安価な改修

工法の普及のため、工務店等を対象とした講習

会を開催するとともに、各種イベントや広告媒

体を活用して、建築物所有者等の防災意識の高

揚を図ったところであります。

引き続き、県民の皆様の防災意識の高揚を図

るとともに、建築物の耐震化等に積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。

主要施策の成果につきましては以上でありま

す。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

建築住宅課は以上でございます。

○後藤営繕課長 営繕課でございます。当課の

決算について御説明いたします。

決算特別委員会資料の41ページ、42ページを

お開きください。

一番下の段の営繕課計の欄をごらんください。

当課の平成30年度の決算額は、予算額２

億2,215万6,000円に対しまして、支出済額が２
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億2,207万8,984円、不用額が７万7,016円であり、

執行率は99.9％となっております。

目の執行残が100万円以上及び執行率が90％未

満のものはございません。

次に、主要施策の成果でありますが、該当は

ございません。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

営繕課は以上であります。

○日高主査 説明が終了いたしました。質疑は

ございませんか。

○高橋河川課長 済みません。訂正をお願いし

ます。

委員会資料の23ページの事故繰越額ですが、

私読み間違えをしておりまして、事故繰越額が

正しくは４億6,558万8,450円となります。

○山下委員 今の事故繰越ですが、理由は何で

すか。

○高橋河川課長 都城の横市川で不発弾が見つ

かりまして、それで工期が延びて、事故繰越と

なっております。

○山下委員 その金額を教えてくれる。

○高橋河川課長 まず、４億3,435万1,477円が

横市になります。残りが災害復旧事業でありま

して、22ページの下から２行目になりますが、

日之影宇目線の入札不調によりまして、3,100万

円ほどが事故繰越になっております。

○山下委員 都城の横市川の不発弾ですが、こ

れもテレビ報道があって。これは、不発弾処理

が進んで、令和元年に工事は終わっているの。

○高橋河川課長 事故繰越で、翌年度に繰り越

しておりましたので、工事自体はもう終わって

おります。

○山下委員 わかりました。

○窪薗委員 １点だけ、教えていただきたいん

ですが、327ページの施策の成果等ですけれども、

砂防関係で昨年は750カ所の土砂災害警戒区域等

を指定したとなっているんですが、この750カ所

は、工事をするという意味ではなくて、ただ、

指定しただけのことになるんですかね。

これ、例えば指定します。そうすると、本人

たちは工事をしてくれると思っているというよ

うな話をよく聞くんですが、これはどう理解し

たらいいんでしょうか。

○原口砂防課長 土砂災害警戒区域の指定でご

ざいますが、これは、あくまでもソフト対策で

ございまして、住民に、そこの斜面が危険な斜

面でありますよということを周知して、より早

く避難していただく、そういったところの、ま

ず第一段階の施策でございます。

今のをソフト対策としますと、我々としまし

ては、その中から、より危険な箇所、住宅の多

い場所、それと災害履歴のある場所などを優先

して、今度はハード対策として、具体的な擁壁

とか、のり面工とか、急傾斜地の工事を計画的

に整備を進めているところでございます。

○窪薗委員 例えば、住宅が何戸以上ないとだ

めだとか基準がありますよね。そうした場合に、

住宅が１軒、２軒あるところでは、本人たちは

そういったことはちゃんと理解できているんで

しょうか。

よく、勘違いして、問い合わせ等があるんで

すよね。そのあたり、どうなんでしょうか。

○原口砂防課長 今の御質問ですが、一応、指

定をかけるときには、住民説明会は各土木事務

所で開催しております。これは市町村も参加し

て実施しておりますが、その中で、指定をする

イコール事業を始めるという意味ではございま

せんという説明はきちんとしております。
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ちなみに、採択の要件としましては、県がや

る国の補助事業としましては、いろいろ採択要

件ございますけれど、１つの例を示しますと、

住宅が10戸以上、市町村がやります急傾斜事業

については、これは県が補助いたしますが、５

戸以上という、一応採択要件がございます。

その他、災害等が起きました場合には、また、

それぞれ事業がございます。そういった観点で、

説明会のときには、指定をするのは、危険な斜

面があるので、土砂災害警戒情報等が出たとき

には速やかに避難をしてくださいということを

あくまでも周知していくための指定でございま

す。

○窪薗委員 わかりました。

○前屋敷委員 関連して、今、要件が、県は10

戸以上でないと工事の対象にならない。市町村

は５戸以上で工事の対象になって、なおかつ、

そこには県の補助もあるとの御説明だったんで

すけれど。この327ページの表で、今、要整備対

象箇所は、人家が５戸以上ある箇所または公共

的施設のある箇所とあるんですけれど、この５

戸以上というのは市町村が対応する場合の条件

ですか。なぜ、県は10戸以上というのは書かな

いんですかね。

○原口砂防課長 ここに記載しておりますのは、

下の米印にありますように、人家が５戸以上あ

る箇所ということで、危険箇所の数を上げてお

ります。交付金をもらって県がやる事業は、先

ほど御説明しましたけれど、10戸以上なんです

が、事業が可能となるのは、県が補助して市町

村がやる５戸以上ですので、事業可能な箇所が

５カ所以上ということで記載しております。

○前屋敷委員 工事の対象になるところがとい

うことですね。

○原口砂防課長 そうです。

○前屋敷委員 その数が4,366カ所とあるんです

が、私たちがいろいろ相談を受けて御要望をい

ただいたりするんですけれど、市町村の対象で

ある５戸以上とならずに、周りには３軒ぐらい

しかないとか、そういうところはたくさんある

んですよ。

しかし、住民の方々にとっては、自分の裏山

が崩れることなので、大変危険箇所であり、心

配なところなんですけれど、そういうところは、

数として把握されているんですか。

○原口砂防課長 この指定をやる前に基礎調査

というものを県内各地で―もう全ての調査を

終えているんですが、この調査の中で危険な箇

所は全て把握しております。その中で、先ほど

の指定をかけるところとか、事業をやるところ

を選んでいくわけなんですが、委員がおっしゃ

います、具体的な事業の箇所については、今現

在、例えば急傾斜地事業は、ことしで言います

と、年間で47カ所ぐらいの箇所をやっているん

ですけれども、そういったことを考えていくと、

どうしても重点的に、計画的にやっていくため

には、そういった今の条件にのるところ、それ

と、災害の履歴のあるところ、そういった、よ

り危険度が高いところ、そういったところを重

点的に、着実にやっていくという手法になるの

かなと考えているところです。

○前屋敷委員 それはよくわかるんですけれど

も、しかし、住民の皆さんにとっては切実な問

題でもありますので、その辺はしっかりと受け

とめた対応も―基準以上のものはできないと

いうところなんでしょうけれど、そういうこと

を、しっかり、いつも把握して、可能な限り対

応していただきたいと思います。

それと、もう一点、改修が必要な土地が、複

数の方々の名義でないと工事ができないところ
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などがあって、なかなかそこで、工事の着手が

できないという問題があって、私、一度、一般

質問でも取り上げたことがあったんですけれど、

それに対応する手だてが少し道が開けるような

こともあったんですが、しかし、なかなかそこ

がうまくいかないというようなことがあって、

そうなると、もう永久的に工事ができないとい

うことになったりするんですけれど、昨年度も

懸案事項でずっと続いてるもんですから、そう

いったところの対応については、どのような取

り扱いをされるのか。

○原口砂防課長 今、おっしゃったのは高岡の

例かと思われますが。

○前屋敷委員 はい。

○原口砂防課長 あそこについては、600名の共

有ということでして、その中に外国に居住して

いる方もいらっしゃるということでございます。

その中で、認可地縁団体制度という制度もござ

います。

○前屋敷委員 そう、そう。

○原口砂防課長 ただ、この制度には、実際に、

区域住民が共同利用している実態とか、実際に

管理していた状況―そういった制度はあるも

のの、活用できる場合というのが、やはり限ら

れておりまして、現在のところ、この認可地縁

団体制度の活用は高岡の現場では採用できない

というふうになっております。

そういうことではありますが、こういった山

は、斜面になりますので、斜面については県土

整備部、土木でやるものと、山の保護というこ

とで治山事業でやることも可能でございます。

そういったところを含めて、宮崎市と一緒に、

今、治山事業の活用とかもできないかを土木事

務所も含めて、まだ検討中ではございますが、

そういったところを市町村と一緒になって検討

はしているところでございます。

○前屋敷委員 なかなか条件が難しいことは認

識しているんですけれど、しかし、一度事故が

起こってしまうと、その責任が問われることに

もなってしまいますので、非常に難しい案件だ

とは思いますが、そういうところもこれから出

てこないとは限らないですので、対処をお願い

したいと思います。

○原口砂防課長 そういった現場に足を運んで、

きちんと確認しながら、また、住民の方に納得

いただけるように御説明しながら、より何かで

きないかということを検討してまいりたいと考

えております。

○外山委員 １点だけ。河川課に伺いますが、

今度の堆積土砂の除去、これは河底のしゅんせ

つですけれども、今いろんな問題があって、そ

の土の持って行き場がないとか、いろんなこと

があるけれど、見通しというか、大概はクリア

できるんですかね。

○高橋河川課長 今、おっしゃったとおり、緊

急３カ年対策で、大量の土砂、200万立米ほどを

３カ年で掘削する予定としております。土捨て

場に関しましては、一応、新聞広告等で一般公

募等をして、今年度の事業の分につきましては、

約９割以上確保はできております。

これからも、一般の方々等と土木事務所、業

者さんのほうと、捨土箇所の確保をしながら事

業を進めていきたいと考えております。

○外山委員 土の質によるんだろうけれど。わ

かりました。

○田口委員 同じく、河川課にお伺いします。

下の水防災対策のところで、宅地かさ上げと

いうのが出てきていますが、五ヶ瀬川というこ

とで、恐らく北川とかそういうところが関係し

てくるんだと思いますが、まず、宅地かさ上げ
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をしたところは、30年度はどこだったのか、教

えていただきたい。何戸をかさ上げしたんです

かね。

○高橋河川課長 水防災事業でかさ上げを行っ

た箇所としましては、北川、耳川、それと五ヶ

瀬川になります。

○田口委員 30年度に、今言われた北川、耳川、

五ヶ瀬川で何戸かさ上げして、もともとの予定

戸数があったと思いますが、それが今、どこま

で終わっているのか。逆に、どれだけかさ上げ

する予定のものが残っているのか教えてくださ

い。

○高橋河川課長 しばらくお待ちください。

○日高主査 暫時休憩します。

午前11時56分休憩

午前11時57分再開

○日高主査 分科会を再開いたします。

○高橋河川課長 今、ここに詳細な資料を持ち

合わせていませんので、後ほど回答させていた

だきたいと思います。

○日高主査 暫時休憩いたします。

午前11時57分休憩

午前11時57分再開

○日高主査 分科会を再開いたします。

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高主査 それでは、以上をもって河川課、

砂防課、港湾課、都市計画課、建築住宅課、営

繕課の審査を終了いたします。

暫時休憩します。

午前11時58分休憩

午前11時59分再開

○日高主査 分科会を再開いたします。

間もなく正午となりますので、ここでお諮り

いたします。先ほどの田口委員からの質疑への

回答と総括質疑については、本日の午後１時10

分から行いたいと思いますがいかがでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高主査 御異議ないようですので、午後１

時10分より再開し、総括質疑を行います。

暫時休憩いたします。

午前11時59分休憩

午後１時８分再開

○日高主査 分科会を再開します。

○高橋河川課長 午前中に田口委員から質問の

ありました水防災事業における宅地かさ上げ戸

数について回答します。

今、水防災事業を北川、五ヶ瀬川、五ヶ瀬川

の日之影地区、耳川、この４河川で行っており

ます。まず、※耳川の宅地かさ上げ戸数は、全体

戸数が200になります。平成30年度は12戸のかさ

上げをしております。残として７戸。五ヶ瀬川

は全体が105戸で、これは全て終わっております。

五ヶ瀬川日之影地区になりますが、全体戸数が59

戸で、平成30年が７戸、これで一応全て終わり

になります。耳川ですが、全体が52戸、平成30

年が４戸、残りが10戸になります。

○日高主査 それでは、総括質疑に移ります。

県土整備部の決算全般について、何か質疑はあ

りませんか。

○前屋敷委員 工事請負契約の件ですけれど、

９月議会で、労務単価の引き上げで変更があっ

たんですが、30年度はこういう案件はなかった

んでしたかね。ちょっと、私も調べていなくて。

○矢野道路建設課長 道路建設課の分でいきま

※次ページに訂正発言あり
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すと、平成30年度は、同じく物価スライドを適

用したのが、全てトンネルの工事なんですけれ

ども、３つの工事で物価スライドの適用に伴い

まして、工事請負の変更を議会にかけておりま

す。

○前屋敷委員 ３件ですね。いずれも労務単価

の引き上げですか。

○矢野道路建設課長 はい。やはり、国から労

務費の上昇に伴って、物価スライドを適用して

ほしいというような通知文がありまして、労務

費単価と合わせまして、材料の単価についても、

そのときの一番最新の単価で変更をしているも

のでございます。

○前屋敷委員 当然、必要な経費なんですが、

特に、労務単価の引き上げについては、実際、

やっぱり現場で働く皆さんのところに、引き上

げた賃金の分がしっかり加算されていかなけれ

ば意味はなしませんので、その辺をしっかり

―変更しっ放しではなくて、後を追って、ど

うなっているのかも、県が行って点検というか、

強制力はないんでしょうけれど、そういう指導

とかも必要ではないかと思うんです。これまで

も、もうずっと、以前からそういう経過はあっ

たんですが、この間はどうなんですかね。特に、

そういうことは徹底してほしいと思いますので。

○石井技術企画課長 労務単価のお話で、特に

下請等に対する賃金といいますか、そういった

ものがきちっと渡っていないのではないかとい

うようなお話もこれまで出ております。

県では、いわゆる施工体制監視チームという

のを持っていまして、そういう下請が多い工事

とか、そういったものについては、定期的に、

実際にその施工現場に乗り込んで、実際に、支

払いが一次下請、二次下請、どういうふうに契

約がされているかとか、その支払い方法であっ

たりとかが適正にやられているか等の点検を

やっていっております。

ただ、いわゆる元請さんから下請さんに対し

て、どういう契約でどういう額がいっているか

というところあたりまではきちっと追っかけて

いけるんですけれども、いわゆる１人の労働者

に対して、それが幾ら支払われているという、

そこのところは、なかなか追えないところもあ

ります。業者さんに対する指導というのはもう

重々やっているんですけれども、個人に対する

というのは、なかなか、民民ということもござ

いまして、そこについては、お願いベースで、

きちっとお支払いをお願いしますというような

ことでやっているような状況でございます。

○前屋敷委員 今、人手不足と言われたり、やっ

ぱりきつい仕事にはなかなかつきたがらない傾

向があったりとか、そういう中での、現場で働

く皆さん方ですから、そういったものがきちん

と、やはり届いていかないと、安定した工事も

請けられないし、生活そのものも安定しないと

いうこともありますので、ぜひ、その辺のとこ

ろは、いろいろ御努力いただいて、徹底してい

ただくようにお願いしておきます。

○高橋河川課長 済みません。

先ほどの水防災事業の河川名を読み間違えて

いたみたいです。全体戸数で、北川が200戸なん

ですが、これを耳川と言っておりました。訂正

します。

○日高主査 ほか、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高主査 それでは、以上をもって県土整備

部を終了いたします。

執行部の皆さん、御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時15分休憩
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午後１時28分再開

○日高主査 分科会を再開いたします。

まず、採決についてでありますが、10月７日

の13時に採決を行いたいと思いますが、よろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高主査 それでは、そのように決定いたし

ます。

そのほか、何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高主査 それでは、以上で本日の分科会を

終了いたします。

午後１時29分散会
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午後０時59分再開

出席委員（８人）

主 査 日 高 博 之

副 主 査 坂 本 康 郎

委 員 中 野 一 則

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 窪 薗 辰 也

委 員 田 口 雄 二

委 員 前屋敷 恵 美

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議事課主任主事 石 山 敬 祐

○日高主査 分科会を再開いたします。

まず、本分科会に付託されました議案の採決

を行いますが、採決の前に、議案につきまして

賛否も含め、御意見をお願いいたします。

暫時休憩します。

午後０時59分休憩

午後１時０分再開

○日高主査 分科会を再開いたします。

それでは、議案第27号について賛否がわかれ

ておりますので、挙手により採決を行います。

議案第27号の認定について賛成の方の挙手を

求めます。

〔賛成者挙手〕

○日高主査 挙手多数。よって、議案第27号に

ついては原案のとおり認定するべきものと決定

いたしました。

暫時休憩いたします。

午後１時０分休憩

午後１時１分再開

○日高主査 分科会を再開いたします。

先週、皆様に主査報告骨子案の御意見を聞き

ましたが、そこで出た項目のとおりとすること

でよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高主査 暫時休憩します。

午後１時１分休憩

午後１時１分再開

○日高主査 分科会を再開いたします。

骨子案につきましては、商工観光労働部関係

については、商工会への支援について、商工会

が今後も地域経済に支える役割を担えるよう国

の予算や施策も活用しながら事業に取り組んで

いただきたいという旨です。

県土整備部関係については、道路環境保全活

動について、少子高齢化や人口減少による人手

不足の現状下においても、安全な道路環境の維

持や景観の保護が図れるよう、効率的な草刈り

の手法の検討など、総合的な視点で取り組んで

いただきたい。

もう一つは、土砂災害危険箇所の整備につい

ては、安全で安心な暮らしを守る観点からも可

能な限り住民の声に対応していただきたい旨の

主査報告等をさせていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

そのほか何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高主査 何もないようですので、以上で分

令和元年10月７日(月)
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科会を終了いたします。

午後１時２分閉会



署 名

商工建設分科会主査 日 高 博 之


